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はじめに 
 

令和 5 年度の事業概要をお暬り致します。 
 

新型コロナウィルス感晎症は、令和５年 5 月から感晎症法上の位置付けが 5 類に移行さ
れました。幸いにも、それ以降大規模な流行はなく、令和 5 年度には比較的小規模な第９
波（ピークが令和５年９月）と第 10 波（ピークが令和 6 年 2 月）が見られたのみでした。 
 

それに伴い、当センターでは流行の状況を見旱えながら、with CORONA 体昀に徐々に
移行しつつあるところです。 
 

今後も徐々に変化するであろう状況の中、その対応を逐次記録に留めておくことは、将
来の備えにつながるものでもあります。 
 

ご高覧いただけましたら幸いです。 
 
令和 6 年 7 月 
 

山梨県立あけぼの医療福祉センター 
所 ⻑   畠山 和男 



あけぼの医療福祉センター基本理念 

 

        ○ 私たちは、障害児・者の生命と人権を尊重し、人間愛に基づいた 

           利用者中心の医療・福祉を提供します。  

 

 

        ○ 私たちは、障害児・者の個性と意思を尊重し、自立と社会活動参 

加への支援をします。 

 

 

        ○ 私たちは、県の医療・福祉の中核施設として、他の医療・福祉機 

           関と連携を図り、障害児・者が個々のライフサイクルにあった、 

           豊かで安全な生活を送るための支援をします。 

 

 

○ 私たちは、常に専門的知識と技術の向上に努め、医療・福祉の進 

      歩に対応した質の高いサービスを提供します。 

 

あけぼの医療福祉センターの運営方針 

 

   あけぼの医療福祉センター（以下センターと呼ぶ）は、医療法による病院と児童福

祉法及び障害者総合支援法による福祉施設が合体した、医療及び福祉の専門職員が入

所支援、通園支援、地域支援〈外来診察・リハビリ・地域療育等支援事業など〉を行

っている複合施設である。身体に障害のある者や、さらに合併障害のある者を入所あ

るいは通所として受け入れ、幼児から成人まで一貫して施設での健康的な生活を保障

しながら、障害に伴うそれぞれの必要に応じての健康管理・治療・訓練・支援を行う

ことにより、その身体的機能の自立（人間的・社会的）や保持ができるよう設置され

た施設である。 

     したがって、医療法・児童福祉法・障害者総合支援法の設置目的を果たすため、山

梨県障害者幸住条例の基本理念に沿って、あけぼの医療福祉センター設置及び管理条

例・同規則のほか関係条例・規則に従い、設置機能を十分に生かし、有機的かつ総合

的な運営を行い、利用児・者の社会的自立を支援する。 

また、保護者会やボランティア・地域等とも連携して入所児・者個々のライフサイ

クルに見合った豊かな生活を求めることを念願している。 
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Ⅰ スヱソヺの概要 

 

あけぼの医療福祉スヱソヺは、児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設及び児童発達支援スヱ

ソヺの業務を総合的かつ有機的に行う総合福祉施設と、障害者総合支援法に基づく短期入所、療養介

護及び生活介護の事業を行っている。前者においては、入所及び通園児に対して療育の場を提供し、児

の自立と社会活動への参加の促進を目指し、後者においては、入所（短期入所含む）及び通園者の個々

の適性に応じた療育と介護コヺパシを提供し、ＱＯＬの向上と社会的自立を目指している。さらに、外来と

して在宅の障害児（者）の治療やヨネパヨツヺサュヱ等も実施している。 

なお、平成11年10月からは、在宅障害児（者）のための障害児（者）地域療育等支援事業の拠点施設

としての役割を担っている。 

また、富士ヹ東部地域における障害児の福祉の増進を図るため、平成27年4月1日、富士ふれあいの村

に富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所が開設され、あけぼの医療福祉スヱソヺが運営を行っている。 

 

１ あけぼの医療福祉スヱソヺ 

（１）名   称  山梨県立あけぼの医療福祉スヱソヺ 

（２）所 在 地  山梨県韮崎市旭町上條南割3251-1 

（３）敷地面積  58,307.23ㅍ  

（４）建物面積  11,400.30ㅍ  

（５）設置施設と機能（部門ヹ定員等） 

゠ 定員等 

    (ｱ) ヒチケル（入所第一担当）、ケラニチテ（入所第二担当）、パエョ（入所第三担当） 

医療型障害児入所施設ヹ療養介護（入所部門）80人 （短期入所）8人 （親子入所）2組 

    (ｲ) ソマソマ 児童発達支援スヱソヺ（通園部門）15人 

    (ｳ) タゥヱノル 生活介護（通園部門）15人 

ア 設置施設と機能 

      (ｱ) 医療型障害児入所施設ヹ療養介護ヹ短期入所 

（旧肢体不自由児入所施設ヹパエョ、旧重症心身障害児入所施設ヹヒチケルヹケラニチテ） 

入所により、幼児から成人まで、重度の肢体不自由と重度の知的障害のある重症心身障害

児（者）の治療及び日常生活の訓練ヹ支援を行っている。身体に障害のある児童（幼児から概

ね18才未満）においては、入所による医療管理の下で将来独立自活した生活を目指すための

必要な知識技能を習得できるように、社会に適応し、健全な生活が営めるよう支援ヹ訓練を行っ

ている。在宅支援としては、居宅において介護を行う方の疾病その他の理由により、短期間、夜

間も含めて施設で入浴、排泄、食事等の支援を行っている。 

そのほか、一般病床（3床）を活用して、外来入院及び入所児（者）の隔離病床的な役割を

果たしている。 

      (ｲ) 児童発達支援スヱソヺ（旧肢体不自由児施設通園部門ヹソマソマ） 

児童福祉法に基づき、心身に障害のある年少から就学前の医療的管理が必要な幼児に対

して、治療を行うとともに、発達支援及び生活に必要な基本的な習慣等が身につけられるよう

に通園の方法により支援を行う（旧医療型児童発達支援スヱソヺ）。 

     (ｳ) 生活介護（旧重症心身障害児（者）通園事業Ａ型ヹタゥヱノル） 

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用

者に対して、入浴、食事及び排泄の介護、機能訓練、創作活動又は生産活動の機会を提供

し、地域におけるＱＯＬの向上と社会的自立のための支援を行う。 
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 (ｴ) 外来診療部門 

      ａ 診療科      

    整形外科ヹ小児科ヹヨネパヨツヺサュヱ科ヹ泌尿器科ヹ皮膚科ヹ歯科 

 ｂ  療 法 科  

     理 学 療 法 (PT)ヹ 作 業 療 法 (OT)ヹ 言 語 療 法 (ST)ヹ 心 理 療 法  

 ｃ  地 域 支 援 部 門  

     総 合 相 談 窓 口  

 

（６）あけぼの医療福祉スヱソヺ面積の総括表 

 延床面積（ㅍ） 

医療型障害児入所施設ヹ療養介護棟 ２，４３８．１６ 

医療型障害児入所施設ヹ療養介護、 

児童発達支援スヱソヺ、生活介護棟 
１，８３２．０９ 

医療ヹ管理棟 ６，９６１．９０ 

付属施設等面積 １６８．１５  

合      計 １１，４００．３０ 

 

（７）配置図 
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児童発達支援スヱソヺ、生活介護棟 



 

3 

 

２ 富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 

（１）名   称  山梨県立富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 

（２）所 在 地  山梨県南都留郡富士河口湖町船津6663-1 

（３）敷地面積  約500ㅍ  

（４）建物面積  約316ㅍ  

（５）診療所の概要 

゠ 診療科名 小児科 

ア 診療日及び診療対象等  

(ｱ) 診療日 週2日（水ヹ木曜日） 

(ｲ) 診療対象 理学療法、作業療法及び心理療法は中学生までを対象 

言語聴覚療法は未就学児を対象 
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整 形 外 科

5



５　職員分類表

あけぼの医療福祉センター

 男 5 15 4 2 1 27 4 31

 女 3 69 16 2 4 94 27 121

 計 8 84 20 2 6 1 121 31 152

　（２）行政職給料表適用者　　

 男 1 1 2 1 5

 女 1 1 1 3

 計 1 1 1 1 2 1 1 8

 男 1 1 2 1 5

 女 1 1 1 3

 計 1 1 1 1 2 1 1 8

　（３）医療職給料表適用者

男 1 1 1 1 1 1

女 1 1 2 1 1 1 1 1 1

計 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1

男 1 4 1 3 15

女 3 1 2 2 1 3 6 38 3 3 72

計 1 7 1 1 2 2 1 3 6 41 3 3 87

男 2 2 1 5  男 2 2

女 2 11 3 16  女 2 1 3

計 2 2 13 3 1 21  計 2 3 5
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６ 沿革 ＜施設の歩み＞ 
 

昭和28年(1953)4月 甲府市美咲二丁目に山梨県身体障害者更生指導所を設置（肢体不自由

者更生施設30人定員、入所期間１年）。 

石和町にあった補装具製作修理施設である山梨県立傷痍者機械製作所

を当所に吸収し、補装具製作修理を開始した。 

昭和28年(1953)7月 指導所に、身体障害者更生相談所を併設する。 

昭和34年(1959)1月 甲府市羽黒町に肢体不自由児入所施設あけぼの学園を開設(定員50人)。 

甲府市立北新小学校と北中学校の分教室が設けられ、園内教育が始ま

る。 

昭和35年(1960)7月 指導所に、精神薄弱者更生相談所を併置する。 

昭和36年(1961)4月 あけぼの学園の入所定員を100人に変更。 

昭和38年(1963)4月 県立養護学校の設置に伴い分教室はあけぼの分校となる（小学部6学級          

中学部3学級）。 

昭和40年(1965)3月 精神薄弱者更生相談所が、中央児童相談所に併設のため指導所から分離

する。 

昭和40年(1965)7月 肢体不自由児施設に通所部門を開設（定員40人）。 

昭和41年(1966)4月 あけぼの学 園 内 に、重 度 肢 体 不 自 由 児 収 容 棟 の設 置 （ 重 度30人 定 員 、          

一般棟70人定員）。 

昭和48年(1973)4月 社会福祉村計画に基づき身体障害者更生指導所を廃止し、社会福祉村

（韮崎市上条南割）に新築移転し、身体障害者福祉スヱソヺと改称（中軽

度30人定員、重度30人定員、入所期間5年）。 

昭和49年(1974)4月 あけぼの養護学校が独立しあけぼの学園と併設方法により設置（小学 部          

10学級、中学部4学級、高等部3学級）。 

昭和49年(1974)12月 社会福祉村計画に基づき、あけぼの学園を社会福祉村（韮崎市旭町上条 

南割）に新庁舎を建設移転完了（1病棟（医療棟）62人定員、2病棟50人定

員、3病棟（重度棟）30人定員、母子短期棟10人定員、通園部門30人定

員、プチデ数152床承認）あけぼの養護学校も学園に併設して新築移転し

た。 

昭和50年(1975)4月 あけぼの学 園 と身 体 障 害 者 福 祉 スヱソヺとを合 併 し、あけぼの医 療 福 祉          

スヱソヺとして発足する。 

昭和52年(1977)4月 成人部門の肢体不自由者更生施設を重度身体障害者更生援護施設（重

度60人定員、入所期間5年）に改める。 

昭和59年(1984)4月 身体障害者更生相談所が、山梨県社会福祉会館3階に移転する（補装具          

製作修理関係は当スヱソヺに残る）。 

昭和61年(1986)4月 重症心身障害児施設を開設（2病棟40人定員）。 

肢体不自由児施設の入所部門の定員80人に改める（うち重度30人定員）。 

平成４年(1992)4月 肢体不自由児施設の定員を、入所部門60人、通所部門50人とする。 

平成７年(1995)10月 当スヱソヺ20周年記念式典を挙行する。 

平成８年(1996)3月 重症心身障害児施設（2病棟）隔離病棟の設置と食堂及び居室の増改築。 

平成10年(1998)4月 社会福祉村管理局を廃止し、その業務を当スヱソヺに事務局を設置し、       

受け継ぐ。 

障害児（者）地域療育等支援事業を開始する。 
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平成11年(1999)4月 所内に再整備検討委員会が設置される。 

平成11年(1999)10月 障害児（者）地域療育等支援事業の療育拠点施設事業を開始する。 

平成12年(2000)4月 県に庁内再整備検討委員会が設置される。 

平成13年(2001)4月 山梨県あけぼの再整備検討委員会が設置される。 

 苦情解決体制の整備及び運営要綱の制定。 

平成13年(2001)11月 再整備検討委員会から知事へ検討結果の報告書提出。 

平成13年(2001)12月 山梨県立あけぼの医療福祉スヱソヺ再整備基本構想策定。 

平成14年(2002)4月 再整備ロヺカヱギギラヺフを設置し基本設計作成に着手する。 

平成15年(2003)4月 再整備ロヺカヱギギラヺフによる詳細設計の検討を行う。 

平成17年(2005)1月 起工式を行う。 

平成18年(2006)8月 新あけぼの医療福祉スヱソヺ竣工式 

平成18年(2006)9月 新あけぼの医療福祉スヱソヺ開所 

 重症心身障害児（者）通園事業Ａ型（定員15人）開設 

 おもちゃ図書館開設 

平成24年(2012)4月 法改正に伴い重症心身障害児施設ヹ肢体不自由児施設は医療型障害児

入所施設ヹ療養介護(80人)へ、肢体不自由児通園施設は医療型児童発達

支援スヱソヺ(15人)へ、重症心身障害児者通園事業は生活介護(15人)へ

と移行。 

平成27年(2015)4月 富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所を設置。 
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７ 医療法等許可事項の経緯 
 

山梨県立あけぼの学園 

昭和33年12月25日 病院開設申請 

昭和34年1月19日 病院開設許可 

昭和34年2月12日 病院使用許可 

昭和34年5月31日 基準看護特１類届け 

昭和34年7月10日 

 〃 

身体障害者更生医療機関としての指定 

児童福祉育成医療機関の指定 

昭和49年12月19日 病院廃止届け 

山梨県立肢体不自由施設あけぼの学園 

昭和49年3月12日 病院開設申請（一般152床） 

昭和49年12月11日 病院開設許可 

昭和49年12月20日 病院使用許可 

昭和49年12月20日 

 〃 

 〃 

 〃 

基準看護特1類 承認番号78号 

基準給食 承認番号84号 

基準寝具 承認番号85号 

標榜科目 整形外科 

昭和50年1月23日 福祉法施行規則44条7-1による医療機関の所在地の変更 

昭和50年1月25日 

 〃 

Ｘ線装置設置届け 

標榜科目 整形外科ヹ内科ヹ外科 

昭和50年4月1日 

 〃 

山梨県組織変更による名称変更（条例改正） 

医療機関の指定記号ヹ番号（韮医1037） 

山梨県立あけぼの医療福祉スヱソヺ 

昭和50年4月1日 標榜科目 整形外科ヹ内科ヹ小児科 

昭和50年5月1日 機能訓練療法施設基準 承認番号10号 

昭和50年５月13日 作業療法施設基準 承認番号5号 

昭和52年6月1日 標榜科目 整形外科ヹ内科ヹ小児科ヹ歯科 

昭和58年12月19日 基準看護特2類 承認番号144号 

昭和60年10月25日 

 〃 

病院開設許可事項変更許可申請（2病棟構造変更） 

病院開設許可事項変更許可  （   〃   ） 

昭和61年4月1日 病院使用許可            （   〃   ） 

平成元年4月1日 

 〃 

病院開設許可事項変更届   （所属長の変更） 

病床許可 2病棟構造変更に伴う（152床） 

平成元年10月9日 病院開設許可事項変更許可申請（歯科治療室の変更） 

平成元年11月9日 病院開設許可事項変更許可  （   〃   ） 

平成元年11月22日 建築基準法に基づく許可     （   〃   ） 

平成2年1月26日 病院使用許可            （   〃   ） 

平成3年9月22日 病院開設許可事項変更許可申請（リヱテグヱ室の間仕切り） 

平成3年10月8日 病院開設許可事項変更許可  （     〃     ） 

平成3年12月20日 病院使用許可            （     〃     ） 

平成3年11月30日 

 〃 

 〃 

 〃 

診療用Ｘ線装置に関する変更届 

診療用Ｘ線装置備付届 

診療用Ｘ線装置撤去届 

診察用Ｘ線装置使用許可 

平成4年2月3日 

 

病院開設許可事項変更許可申請 

（物療室ヹ訓練室→内科診療室 歩行分析室→物療室ヹ訓練室） 

平成4年3月21日 病院開設許可事項変更許可  （         〃        ） 

平成4年4月24日 病院使用許可            （      〃       ） 

平成5年6月28日 診療用Ｘ線装置に関する変更届（装置の変更） 

平成5年7月12日 診療用Ｘ線装置の変更許可   （  〃  ） 
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平成5年7月30日 診療用Ｘ線装置使用許可    （装置の変更） 

平成7年9月28日 

平成7年10月24日 

病院開設許可事項変更許可申請（2病棟構造変更→2病棟ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝヹ食堂増築） 

病院開設許可事項変更許可   （           〃         ） 

平成8年2月14日 病院使用許可             （          〃         ） 

平成8年4月1日 標榜科目 整形外科ヹ内科ヹ小児科ヹ歯科ヹ泌尿器科 

平成9年2月1日 理学診療科→ヨネパヨツヺサュヱ科（法改正による） 

平成10年10月1日 

 〃 

3対1看護ヹＡ加算ヹ6対1看護補助 

一般ヹ１病棟（重症心身障害児病棟）ヹ40床ヹ2対1看護 

平成10年6月2日 

 

保険医療機関（歯科）の指定 

(韮歯1019:平成10年6月1日から平成16年5月31日まで) 

平成10年10月14日 

 〃 

新看護の届出→(看)第379号ヹ一般ヹ2病棟(肢体不自由病棟の病棟数) 112床 

特定看護の届出（特定疾患療養病棟）ヹ特養（Ⅱ）第1号 

平成10年12月21日 

 

保険医療機関（医科）の指定 

(韮医1037:平成10年12月20日から平成16年12月19日まで) 

平成12年4月1日 

 〃 

 〃 

特定看護の辞退（特定疾患療養病棟）ヹ特養（Ⅱ）第1号 

（障害入院）第1号 一般ヹ3病棟ヹ152床 

（特施）第6号 重心40床 

平成12年4月24日 特定疾患入院施設管理加算 

平成12年4月26日 障害者施設等入院基本料ヹⅡ群入院基本料Ⅰの届出 

平成14年4月1日 言語聴覚療法Ⅱの施設基準に係る届出 

平成14年4月30日 言語聴覚療法Ⅱの施設基準に係る届出受理 （言語Ⅱ第12号）→4月1日適用 

平成14年10月15日 

 〃 

医療安全管理体制の施設基準に係る届出 

褥瘡対策の施設基準に係る届出 

平成14年11月1日 

 〃 

医療安全管理体制の施設基準に係る届出受理 （安全第82号）→10月1日適用 

褥瘡対策の施設基準に係る届出受理 （褥瘡第82号）→10月1日適用 

平成14年11月29日 病院開設許可事項変更許可申請（隔離室→病室2床 処置室→病室1床） 

平成14年12月5日 病院開設許可事項変更許可  （        〃        ） 

平成14年12月10日 病院使用許可申請         （        〃        ） 

平成14年12月24日 病院使用許可            （        〃        ） 

平成16年6月2日 

 

保険医療機関（歯科）の指定 

(韮歯1019:平成16年6月１日から平成22年5月31日まで) 

平成16年12月17日 

 

保険医療機関（医科）の指定 

(韮医1037:平成16年12月20日から平成22年12月19日まで) 

平成18年6月26日 病院開設許可事項変更許可申請（再整備） 

平成18年6月27日 病院開設許可事項変更許可（再整備) 

平成18年8月25日 病院使用許可 

平成18年9月7日 

 

 〃 

 

 〃 

保険医療機関（医科）の指定 

（韮医第1065：平成18年9月1日から平成24年8月31日まで） 

保険医療機関（歯科）の指定 

（韮歯第1038：平成18年9月1日から平成24年8月31日まで） 

標榜科目 整形外科ヹ小児科ヹ歯科ヹ泌尿器科ヹヨネパヨツヺサュヱ科ヹ皮膚科 

平成24年9月3日 

 

 〃 

保険医療機関（医科）の指定の更新 

（韮医第1065：平成24年9月1日から平成30年8月31日まで） 

保険医療機関（歯科）の指定の更新 

（韮歯第１038：平成24年9月1日から平成30年8月31日まで） 

平成27年1月19日 富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 開設許可申請 

平成27年1月28日 富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 開設許可 

平成27年4月1日 

 

富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 保険医療機関の指定 

（都医1088：平成27年4月2日から平成33年4月1日まで） 
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平成30年9月3日 

 

 〃 

保険医療機関（医科）の指定の更新 

（韮医第1065：平成30年9月1日から平成36（令和6年）年8月31日まで） 

保険医療機関（歯科）の指定の更新 

（韮歯第１038：平成30年9月1日から平成36年（令和6年）8月31日まで） 
令和3年4月1日 

 

富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 保険医療機関の指定の更新 

（都医1088：令和3年4月2日から令和9年4月1日まで） 
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Ⅱ 業務の概要 

 

１  総務課   

スヱソヺの予算執行、人事、物品管理、外来患者の受付及び診療報酬請求事務に加え、社会福祉 

村内各施設の総合調整及び当スヱソヺの施設設備の維持補修業務を行っている。 

また、社会福祉村内財産管理及び各施設（みだい公園、みだい体育館及び社会福祉村フヺラ）の

維持管理業務、社会福祉村施設見学者の対応業務などを行っている。 

さらに、富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所については、予算執行、物品管理を行い、診療報

酬請求事務については、外部委託している。 

 

（１）令和５年度 あけぼの医療福祉スヱソヺ 診療報酬点数 

 

 

月 延患者数 診療点数 延患者数 診療点数 延患者数 診療点数 延患者数 診療点数 延患者数 診療点数 延患者数 診療点数

4 690 1,708,349 750 1,847,460 480 1,136,339 1019 478,360 124 82,426 3,063 5,252,934

5 713 1,767,051 775 1,909,058 496 1,174,653 1023 489,109 93 112,919 3,100 5,452,790

6 690 1,727,464 750 1,868,675 480 1,146,125 1126 544,515 130 123,171 3,176 5,409,950

7 713 1,760,247 775 1,909,204 498 1,174,535 1033 505,694 111 128,045 3,130 5,477,725

8 713 1,793,501 775 1,945,231 505 1,272,382 1148 547,614 123 117,373 3,264 5,676,101

9 690 1,722,515 750 1,920,509 480 1,150,085 1018 510,287 99 102,277 3,037 5,405,673

10 713 1,786,130 775 1,945,922 496 1,186,506 1143 557,644 119 124,841 3,246 5,601,043

11 690 1,790,967 750 1,888,147 480 1,194,859 976 458,895 123 123,215 3,019 5,456,083

12 713 1,799,297 775 1,945,950 496 1,191,463 1045 519,809 89 92,910 3,118 5,549,429

1 713 1,787,738 775 1,944,083 504 1,384,841 1095 506,120 104 111,794 3,191 5,734,576

2 667 1,718,990 725 1,866,236 474 1,163,682 990 476,009 115 82,263 2,971 5,307,180

3 682 1,798,507 775 1,960,028 527 1,282,692 1224 581,327 80 95,873 3,288 5,718,427

計 8,387 21,160,756 9,150 22,950,503 5,916 14,458,162 12,840 6,175,383 1,310 1,297,107 37,603 66,041,911

外来 歯科 合計
医療型障害児入所施設､療養介護

ピッコロ コルネット ビオラ

単位︓点 
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（２）令和５年度 あけぼの医療福祉スヱソヺ 障害福祉コヺパシ費介護報酬点数等     

 

 

 （３）令和５年度 富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 診療報酬点数  

 

ピッコロ コルネット ビオラ 合計

月 報酬点数 報酬点数 報酬点数 延利用者 報酬点数 延利用者 報酬点数 延利用者 報酬点数 報酬点数 延利用者 委託料（円）

4 558,360 612,720 344,340 59 32,968 110 172,446 44 111,827 1,832,661 0 0

5 579,510 633,144 355,818 55 30,950 112 175,586 50 131,942 1,906,950 0 0

6 583,740 612,720 344,340 74 40,911 107 167,876 58 138,652 1,888,239 1 9,800

7 603,198 633,144 355,818 65 37,198 113 176,662 60 152,981 1,959,001 0 0

8 603,198 633,144 355,818 71 40,034 121 189,776 48 127,279 1,949,249 1 9,800

9 583,740 612,720 344,340 69 39,399 115 180,024 54 140,707 1,900,930 0 0

10 603,198 633,144 355,818 64 37,150 119 186,346 73 130,935 1,946,591 1 9,800

11 583,740 612,720 344,340 78 43,996 123 192,386 55 135,365 1,912,547 0 0

12 603,198 633,144 355,818 60 34,616 112 175,330 44 108,900 1,911,006 0 0

1 603,198 633,144 355,818 69 39,137 106 166,090 27 68,918 1,866,305 1 9,800

2 564,282 592,296 332,862 61 34,911 104 163,540 60 154,444 1,842,335 0 0

3 598,122 633,144 355,818 76 42,806 103 161,562 42 102,897 1,894,349 0 0

計 7,067,484 7,475,184 4,200,948 801 454,076 1,345 2,107,624 615 1,504,847 22,810,163 4 39,200

タムタム チェンバロ 短期入所 日中一時

月 延患者数 診療点数

4 154 78,698

5 127 60,909

6 196 90,333

7 165 79,312

8 188 99,670

9 160 84,654

10 160 78,896

11 185 96,734

12 167 81,139

1 212 104,452

2 154 79,868

3 148 69,622

計 2,016 1,004,287

単位︓点 
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２ 医科  

 

平成18年9月の新スヱソヺ開所以来、山梨大学医学邪各医局に全面的な協力を得て、多診療科が一

丸となって障害のある方々を中心とした診療を実施している。 

現在は、整形外科が常勤医師2名と非常勤医師1名、小児科が常勤医師4名と非常勤医師１名を中心

として、その他に皮膚科と泌尿器科が非常勤で各科とも月1回診療に当たっている。 

新スヱソヺ開所に当たり手術室が充実され、現在は脳性麻痺を中心とした整形外科手術が毎月1例程

度、歯科処置に全身麻郩管理を必要とする患者のための歯科手術が毎月1～2例行われている。 

さらに、入所児（者）を対象にして、非常勤小児外科医師、非常勤皮膚科医師による診療が毎月1回、

さらに非常耳鼻科医師による診療が隔月で実施され、各診療科から専門的なご助言をいただいている。ま

た、年1回（春）、耳鼻科と眼科の健診を実施している（新型ケルトイアラシのため中止）。 

 

（１）外来に関すること 

一般外来の診療科目、診療日及び診察時間 

                                                                             

診 療 科 目 担 当 医 診 療 日 診 療 時 間  

整 形 外 科 
常勤医師   2名 

非常勤医師 1名 
月曜日～金曜日 午前9時～午後4時 予約制 

小 児 科 
常勤医師   4名 

非常勤医師 １名 
月曜日～金曜日 午前9時～午後4時 予約制 

泌 尿 器 科 非常勤医師 1名 第1木曜日  午後1時30分～午後4時 予約制 

皮 膚 科 非常勤医師 1名 第１水曜日  午後1時30分～午後4時 予約制 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科 兼 任 火曜日、水曜日 午前9時～正午 予約制 

歯 科 

歯科医師会より 

一般外来  3名 

摂食嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘ 4名 

 

火、水、木曜日 

月2回（月、金） 

午前9時30分～午後4時 予約制 

    

受付時間 ：午前 8 時 30 分から午後 4 時まで（月曜日から金曜日）  

診察対象者：在宅及び社会福祉村施設に入所する障害児（者）  

            ※摂食嚥下ヨネパヨは、あけぼの医療福祉スヱソヺ入所児（者）、通園ヹ通所利用者 
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（２）入所施設邪門 

゠ 小児科医師は、入所児(者）に対し小児科および内科的な治療ヹ摂食訓練ヹヨネパヨに関する診療

と 

療法士への指示を行う。 

ア 整形外科医師は、入所児(者)に対し整形外科的な治療ヹヨネパヨに関する診療（装具の作製を含

む）と療法士への指示を行う。 

イ 小児科医師は、感染防止に関する指導ヹ助言を行う。 

ウ 小児科医師および整形外科医師は、毎朝入所児が登校する前に回診を行い、また入所者の回診 

も同様の時間帯に行う。その他の時間帯は、病棟主治医を中心にエヱケヺラ体制で診療を行う。 

エ 入所児（者）の緊急事態に対応できる体制を整える。 

ォ 夜間(17:30～8:30）ヹ休日は、日当直医師に病棟主治医から診療状況を伝え入所児(者)の診療を 

  行う。日当直開始時に病棟巡視を行う。 

カ 入所時はもちろん、その他に、病状の変化、検査や治療の必要が生じた場合等には、入所児(者) 

や保護者に速やかにアヱビェヺマデケヱスヱテを行う。 

 

（３）通園邪門 

゠ 医師は毎朝利用児の診察を行う。 

ア 医師は通園中利用児(者)が体調不良のときは診察を行う。 

イ 医師はヨネパヨを行う療法士に指示を行う。 

ウ 医師は感染予防に関する指導ヹ助言を行う。 

エ 利用児(者)の緊急事態時に対して対応できる体制を整える。 

ォ 必要に応じて、利用児ヹ保護者にアヱビェヺマデケヱスヱテを行う。 
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３ 歯科 

 

歯科は昭和52年度に開設し、当スヱソヺ入所児（者）及び社会福祉村施設の入所児（者）の歯科疾病

の治療および口腔衛生指導を行ってきた。 

平成元年より、歯科診療の充実を図るため診療室の新築や手術室の改築を行い、同時に山梨県歯科

医師会と業務委託契約を結び歯科医師3名の派違を受け、また歯科衛生士を増員し2名となり、新体制と

なった。当スヱソヺ入所児（者）、社会福祉村施設の入所児（者）、県内障害児（者）を対象とし、二次医

療機関として紹介患者（在宅障害児者）の受け入れも行っている。 

また、平成16年度より歯科医師3名の派違を受け、摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ診療を月2回行っている。 

 

（１）診療内容 

゠ 一般歯科診療 

う蝕 治療から補綴治療まで診療サシツマに従って、計画的に治療を行っている。精神発遉逼滞及

び自閉的傾向が強いことにより、意思の疎通が困難な児（者）、また身体的障害で筋緊張が強く、

開口困難な児（者）など、歯科治療の困難さや、特徴を理解したうえで、安全で確実な治療を提供

できるよう対応している。 

ア 特別歯科診療 

一般歯科診療で治療が困難な児（者）に対し、入院による特別歯科診療を行っている。 

整形外科医師、歯科医師、麻郩科医師（山梨大学医学邪麻郩科に依頼）、歯科衛生士および看

護師でタヺマを組み、全身麻郩下歯科集中治療を行っている。 

イ 摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ診療 

当スヱソヺ入所児（者）および通園児（者）を対象に摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ診療を行ってい

る。 

 

 

令和５年度 歯科診療日数及び診療人数 

    項 目 

年 月 診療日数 
診 療 人 数 

一般診療数 特別診療数 摂食嚥下診療 

Ｒ５ .４ 月  １３  １１５  0 ６  

５月     １３  ８１  ２  １２  

６月  １５     １２ ０  ２  １０  

７月  １４  １０３  ２  ８  

８月  １７  １０３  ２  ６  

９月  １４  ９０  ２     ９  

１０月  1４  １０８  ２  １１  

１１月  １５  １１０  ２  １３  

１２月  １３  ８２  ２  ７  

Ｒ６ .１ 月  １３  ９５  ２  ９  

２月  １５  １０６  ０  ９  

３月  １３  ７３  ３  ７  

合 計  1６９  １ ,１ ８６  ２１  １０７  
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４ 検査診療科 （検査科ヹ薬剤科ヹ放射線科ヹ歯科衛生科ヹ栄養給食科） 

    

 スヱソヺの入所児（者）及び一般（社会福祉村全施設を含む）外来の診療に係る検査、調剤、 

Ｘ線撮影、口腔衛生指導及び食事提供ヹ栄養管理を行っている。 

 

（１）検査科 

゠ 生理機能検査（脳波、心電図、肺機能検査） 

ア 検体検査（生化学、血液、免疫血清、感染症、一般） 

イ 感染症状況を把握し感染防止対策逬報及び月報を報告 

 

（２）放射線科 

゠ 胸邪、腹邪や各骨邪のＸ線単純撮影と゠ラポシルヺフ骨密度撮影や歯科のハヱテム撮影 

ア Ｘ線ＴＶによる透視撮影やVF検査、ＣＴ撮影 

イ 術中透視撮影、病棟ホヺソピラ撮影 

ウ 被曝管理業務全般 

 

（３）薬剤科 

゠ 処方箋による調剤、注射薬、輸液等の払い出し   

ア 医薬品、衛生材料の発注及び在庫管理 

イ 医薬品の情報収集、情報伝遉活動 

 

（４）歯科衛生科 

゠ 一般歯科診療及び特別歯科診療、摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ診療の窓口業務、診療補助、予

防処置、口腔衛生指導 

ア 入所児(者)の口腔ク゠及び摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱの援助 

イ 歯科診療報郸請求事務 

ウ 歯科衛生教育、啓発活動 

 

（５）栄養給食科 

゠ スヱソヺの入所児（者）の栄養管理 

ア スヱソヺを含む4施設（あけぼの支援学校、育精福祉スヱソヺ児童寮、゠デノヱツヺザあさひ）への

 食事提供 

 

（６）職員構成 

゠ 臨床検査技師   ２人 

ア 診療放射線技師 １人 

イ 薬剤師         ２人 

ウ 歯科衛生士       ２人 

エ 管理栄養士       ２人 
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令和 ５年 度  検査項目件数 

項 目  

 

月  

外来  入所  

生化学 血液 免疫 一般 生理 外注 生化学 血液 免疫 一般 生理 外注 

4月 231 170 18 79 3 26 258 181 8 168 16 44 

5月 144 109 15 83 6 15 438 339 11 255 21 41 

6月 364 215 27 178 3 42 402 325 24 256 21 64 

7月 120 84 43 119 10 21 272 183 20 228 22 38 

8月 120 72 24 36 3 16 379 258 25 204 23 43 

9月 243 155 28 59 3 30 446 330 20 240 18 61 

10月 223 157 21 60 12 31 382 280 16 267 1 63 

11月 54 36 18 12 6 9 371 304 31 282 4 54 

12月 438 275 25 179 11 55 463 317 13 265 3 69 

1月 222 156 19 48 5 45 458 341 16 265 1 60 

2月 94 72 22 36 2 23 411 312 159 227 1 61 

3月 233 168 26 72 3 39 541 401 57 266 0 77 

合計  2486 1669 286 961 67 352 4821 3571 400 2923 131 675 

 

 

 

令和５年度 月別Ｘ線撮影件数 

   項目 

月 

撮 影 人 数 邪 位 件 数 撮 影 件 数 

外 来 入所者 外 来 入所者 外 来 入所者 

4月 36 17 48 33 79 55 

5月 36 21 45 38 80 62 

6月 51 29 68 56 68 101 

7月 28 13 37 26 76 48 

8月 45 11 64 30 113 76 

9月 37 22 52 42 87 85 

10月 37 23 42 51 64 102 

11月 20 26 25 59 42 107 

12月 30 18 43 39 73 98 

1月 30 12 45 12 70 22 

2月 47 12 58 16 87 24 

3月 37 30 51 45 98 75 

小 計 434 234 578 447 937 855 

合 計 668 1,025 1,792 

(通所児ヹ通園児は外来に含む) 
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令和 ５年 度  月 別 調剤 業務 件 数  

 

 

月  

外 来 入 所 合 計 

処 方 箋  

枚 数  
調 剤 数  

延  

調 剤 数  

処 方 箋  

枚 数  
調 剤 数  

延  

調 剤 数  

処 方 箋  

枚 数  
調 剤 数  

延  

調 剤 数  

4月 22 22 224 249 605 2,996 271 627 3,220 

5月 4 5 6 228 575 2,758 232 580 2,764 

6月 3 3 12 254 621 3,117 257 624 3,129 

7月 5 6 6 187 557 2,677 202 563 2,683 

8月 3 4 4 214 570 3,003 217 574 3,007 

9月 4 4 4 243 596 3,036 247 600 3,040 

10月 17 17 17 201 548 2,834 218 565 2,851 

11月 3 3 4 209 555 2,880 212 558 2,884 

12月 4 4 17 227 584 3,115 231 588 3,132 

1月 7 9 28 200 547 2,693 207 556 2,721 

2月 4 3 4 204 552 2,578 208 555 2,582 

3月 5 5 5 201 565 2,665 206 570 2,670 

計  81 85 331 2,617 6,875 34,352 2,698 6,960 34,683 

※令 和 ４ 年 １ ２ 月 から電 子 ォラツ導 入 により、ォイヱテの仕 方 が変 更 になった。 

 

 

令和 ５年 度  月 別 注射 調剤 件 数  

 

 

月  

   外 来 入 所  合 計 

注 射 箋  

枚 数  
件 数  本 数  

注 射 箋  

枚 数  
件 数  本 数  

注 射 箋  

枚 数  
件 数  本 数  

4月 7 14 21 3 5  5 10  19 26 

5月 10 20 32 3 6 9 13 26 41 

6月 6 14 20 32 101 159 38 115 179 

7月 12 18 28 50 72 78 62 90 106 

8月 9 11 20 70 96 195 79 107 215 

9月 19 26 35 119 256 646 138 282 681 

10月 30 36 41 85 115 157 113 151 198 

11月 32 40 42 84 152 301 116 192 343 

12月 17 22 26 96 195   506 113 217   532 

1月 9 13 20 77 150 356 86 163 376 

2月 14 20 29 86 218 1,122 100 238 1,151 

 3月  9 12 17 112 304 1,358 121 316 1,375 

計  174 246 331 817 1,670 4,892 989 1,916 5,223 
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薬品管理業務件数 

 

年度 

薬 品 請 求 返 品 

伝票枚数 件 数 本 数 伝票枚数 件 数 本 数 

平成29年度 663 1,799 16,635 129 249 857 

平成30年度 690 1,837 18,586 122 260 2,045 

令和元年度 584 1,710 16,386 111 225 929 

令和2年度 684 2,009 19,647 132 249 1,293 

令和3年度 ７５９ 2,133 18,883 160 261 1,044 

令和4年度 616 2,086 20,065 148 243 1,913 

令和5年度 495 2,261 20,149 287 395 1,531 
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令和５年度食種別食数集計表 

  

あけぼの医療福祉スヱソヺ 

育精 
福祉 

スヱソヺ  
児童 

あけぼ
の医療 
福祉ス
ヱソヺ
成人寮 
（゠デノヱ
ツヺザあ

さひ） 

あけぼ
の支援
学校 

合 計 

医療型
障害児
入所施
設ヹ療
養介護 
(ヒチケ
ル、ケラ
ニチテ)  

医療型
障害児
入所施
設ヹ療
養介護
(パエョ) 

医療型
児童発
遉支援
(ソマソ

マ) 

生活 
介護 

(タゥヱ
ノル) 

一般ヹ 
その他 

常食 5,537 987  454 1,405 31,237 26,191 15,440 81,251 

ォヤ 1.125 556     5,305 46 7,032 

噛み食  688 39  4   1,246 1,977 

セビテ食 7,679 5,957 523  68   878 15,105 

ヘヺシテ食 13,575 2,046 136 447 5  550 1,421 18,180 

経管栄養 20,266 2,562       22,828 

䨫
䩐
䩮
䨱
䩻
制
限 

1100 1.092        1,092 

1200       4,759  4,759 

1400          

1600       2,951  2,951 

1840       1,165  1,165 

塩分制限食       7,525  7,525 

高血圧ヹ 

低ウニラガヺ 
      6,882  6,882 

ポラキ          

離乳食          

クテヱ食          

フリシキヺラ          

合 計 49,274 12,796 698 901 1,482 31,237 55,328 19,031 170,747 
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５  療法科 

 

療法科では、医師の処方のもとで、障害児（者）の障害の程度や発達段階をふまえ、理学療法（PT）、

作業療法(OT）、言語聴覚療法（ST）、心理療法を行っている。 

身体機能や運動の障害、知的発達や言語発達の障害、情緒面や行動面の障害など、さまざまな発達

上の課題を抱えた障害児（者）、社会的自立や適応を目指している障害児（者）に対し、発達を促す等の

援助を行っている。 

また、機能訓練以外にもピリヺシヹキヨドチキとして補装具ヹ自助具、サヺツァヱギヹキヨドチキとして車椅子

等の製作に積極的に関わっている。 

併せて、週1回、医師、看護師、支援員、保育士、支援学校の教師等を含めた症例検討会を開き、対

象児（者）のそれぞれの問題点等を把握することで、治療効果を上げることはもちろん、生活の質の向上に

繋げられるよう努めている。 

 
 

（ １ ） 診 療 科 目 ヹ 訓 練 時 間 ヹ 職 員 構 成  

診療科目 訓練時間 備考 職員構成 

理学療法  9:05～17:15 

要予約 

理学療法士 常勤   9名 

（内1名が部分休業） 

ピリヺシヹ 

キヨドチキ 

毎週月曜日 

15:00～17:15 

サヺツァヱギヹ 

キヨドチキ 

毎週水曜日 

13:15～17:15 

作業療法  9:05～17:15 
作業療法士 常勤   4名 

          （内1名が部分休業） 

言語聴覚療法  9:05～17:15 

言語聴覚士 常勤   2名 

          （内１名が育休） 

         会計年度任用職員 

               1名（週1日） 

心理療法  9:05～17:15 
心理士    常勤    1名 

委嘱    1名（週2日） 

 

（２）理学療法（PT） 

理学療法では、発達に遅れがみられる 0 歳児から、身体の変形予防ヹ呼吸機能維持などを主目的と 

した成人（療養介護入所者が主）まで、それぞれの発達段階、機能状況に合わせた評価を行い、必要

な時期に必要な情報（家庭での関わり方、体操の方法、車椅子等の補装具について等）や理学療法を

提供している。 

スヱソヺで行われた手術後の患者に対しても手術の効果を引き出すために、早期から関わりを持って

いる。 

併せて、理学療法の効果を上げるため、ピリヺシヹキヨドチキやサヺツァヱギヹキヨドチキで、補装具や車

椅子等の作製に関わりを持ち利用者の身体に合った物を提供し、生活の質の向上まで繋げている。 
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令和 5 年度 

月別延べ PT 件数  PT 部門病類別診療割合(％) 

区分 入所 入院 外来 計  疾患名 入所 入院 外来 

理
学
療
法 

4 月 361 0 256 617  脳性麻痺 59.7 50.0 35.5 

5 月 410 0 243 653  脳炎後遺症 9.7 50.0 3.5 

6 月 446 0 302 748  染色体異常 9.7 0 12.8 

7 月 410 1 273 684  進行性筋疾患、神経疾患 6.4 0 6.4 

8 月 424 0 294 718  骨系統疾患 0 0 1.4 

9 月 391 0 266 657  二分脊椎 0 0 4.3 

10 月 403 0 277 680  外傷性疾患 0 0 1.4 

11 月 365 0 254 619  精神運動発達遅滞 6.4 0 9.2 

12 月 390 0 272 662  運動発達遅滞 0 0 13.5 

1 月 385 0 281 666  その他 8.1 0 12.0 

2 月 369 0 249 618  計 100.0 100.0 100.0 

3 月 409 1 295 705      

計 4,763 2 3,262 8,027      

    ※外 来 に通 園 を含 む 

 

ピリヺシヹキヨドチキ延べ件数 

  
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ型 

短下肢装具 

金属支柱付 

短下肢装具 
靴型装具 足底板 その他 合計 

新規 145 49 15 46 51 306 

修理 13 6 0 0 1 20 

※片脚を1件として集計  

 

サヺツァヱギヹキヨドチキ延べ件数 

  車椅子 

座位保持 

装置付 

車椅子 

座位保

持装置 

ォヺ 

サヺテ 
歩行器 その他 合計 

新規 70 15 79 3 1 4 172 

修理 43 9 32 6 1 0 91 
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（３）作業療法（OT） 

作業療法は、お子さんの発達状態や問題を評価し、その結果に基づき、様々な活動（運動、認知、

心理ヹ社会的な発達に応じた遊びなど）を通して、身体や上肢の運動機能の発達を促し、日常生活に

必要な動作の獲得を目指し援助を行っている。 

また、少しでも日常生活を能動的に送れるように自助具の作製や関節や手指の拘縮予防のための手

の装具（シフヨヱテ）の作製を行っている。     

 

令和 5 年度 

月別延べ OT 件数  OT 部門病類別診療割合(％) 

区分 入所 外来 計  疾患名 ％ 

作
業
療
法 

4 月 11 155 166  自閉症シヘキテョマ 20.0 

5 月 15 142 157  脳性麻痺 11.2 

6 月 10 164 174  精神運動発達遅滞 7.4 

7 月 15 156 171  発達性協調性運動障害 21.4 

8 月 21 167 188  脳炎後遺症 4.2 

9 月 14 157 171  染色体異常 7.4 

10 月 9 176 185  脳室周囲白質軟化症 2.8 

11 月 12 165 177  てんかん 2.8 

12 月 12 160 172  脳血管障害後遺症 1.9 

1 月 8 178 186  運動発達遅滞 4.2 

2 月 8 165 173  低酸素脳症後遺症 0.9 

3 月 16 197 213  進行性筋疾患、神経疾患 0.9 

計 151 1,982 2,133  低出生体重児 4.2 

      水頭症 1.4 

   
 

  ADHD 1.4 

   
 

  精神発達遅滞 0.5 

      その他 7.4 

      計 100.0 

 

 

※外来に通園を含む 

※自助具、スプリント  

 修理・作製  延べ 4 件  
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（４）言語聴覚療法（ST） 

言語聴覚士が、外来児へのSTを行っている。近年では外来児の需要が高く、山梨県下全域から来

院している。対象疾患も外来児が増加しているため、自閉症シヘキテョマ、言語発達遅滞、構音障害、

口蓋裂術後、てんかん、染色体異常、精神運動発達遅滞に伴うことばの遅れが目立っている。外来児

の対象年齢は2歳から就学前までを基本とし、言語発達を引き出す関わりについて、゠デノアシを交えな

がらSTを実施している。 

他、地域療育等支援事業として、地域の保育園等を訪問し、保育士等を対象に相談に応じている。 

 

令和 5 年度 

月別延べ ST 件数  ST 部門病類別診療割合(％) 

区分 入所 外来 計  疾患名 ％ 

言
語
聴
覚
療
法 

4 月 0 69 69  自閉症スペクトラム 34.8 

5 月 0 67 67  表出性言語発達遅滞 5.2 

6 月 0 74 74  構音障害 8.1 

7 月 0 67 67  脳性麻痺 7.4 

8 月 0 78 78  受容性言語発達遅滞 21.6 

9 月 0 75 75  染色体異常 8.1 

10 月 0 79 79  精神運動発達遅滞 4.4 

11 月 0 65 65  吃音 1.5 

12 月 0 87 87  口蓋裂術後 3.0 

1 月 0 87 87  てんかん 0 

2 月 0 64 64  高次脳機能障害 0.7 

3 月 0 99 99  その他 5.2 

計 0 911 911  計 100.0 

 

※外 来 に通 園 含 む 
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（５） 心理療法 

心理療法では、幼児期から中学生年齢までを対象として、入所児、通園児、外来児の心理発達に関 

する支援ヹ相談を行っている。 

支援内容は、児に対して、認知発達促進訓練、SST（セヺサメラシカラテリヺドヱギ）、ォイヱスヨヱギ

等の各種専門的な技法を用いて支援を実施しており、家族支援としては、親ォイヱスヨヱギを通して親

子関係の調整、児への関わり方のリキタメヺも実施している。併せて、保育園、幼稚園、学校、市町村

保健師等の対象児の関係者を対象にケヱコラツヺサュヱも実施している。また、心理部門では上記の１

対１の個別心理療法の他に、発達障害（疑いを含む）児を対象としたセヺサメラシカラテリヺドヱギギラ

ヺフと、保護者を対象としたヘ゠リヱテヹテリヺドヱギギラヺフを実施した経過がある。 

他にも、地域療育等支援事業として、地域療育ケヺヅァニヺソヺと連携を図りながら地域の保育園等

を訪問し、保育士等を対象に児の発達相談に応じている。 

 

令和 5 年度 

月別延べ心理件数  心理部門病類別診療割合(％) 

区分 入所 外来 計  疾患名 ％ 

心
理
療
法 

4 月 1 87 88  自閉症シヘキテョマ 64.0 

5 月 4 91 95  ADHD 16.1 

6 月 2 92 94  LD 1.6 

7 月 1 75 76  精神運動発達遅滞ヹ精神遅滞 7.0 

8 月 1 95 96  情緒障害 2.2 

9 月 1 88 89  脳性麻痺 0 

10 月 1 91 92  高次脳機能障害 0 

11 月 1 85 86  その他 9.1 

12 月 1 93 94  計 100.0 

1 月 1 106 107    

2 月 1 95 96    

3 月 1 105 106    

計 16 1,103 1,119    

※外 来 に通 園 含 む 

   

 

  

セヺサメラシカラテリヺドヱギ ギラヺフ 

実施期間等 参加者 

新型ケルトイァラシ感染拡大防止のため実施なし 0 名 

ヘ゠リヱテヹテリヺドヱギ ギラヺフ 

実施期間等 参加者 

新型ケルトイァラシ感染拡大防止のため実施なし 0 名 
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（ ６ ）  派遣事業  

近年、地域からのヨネパヨツヺサュヱに対する要望が増加しており、研修ヹ講演会等の依頼に応えてス

ヱソヺ内外に講師を派遣する他、個別事例会議にも職員を派遣している。 

 

゠ 地域療育等支援事業 

(ｱ) 在宅支援訪問療育等指導事業 

医師、理学療法士、地域療育担当者等のシソチビが地域に出向き、医療や健康面、発達等の 

相談に応じ、障害のある方の生活を支援する。 

(ｲ) 施設支援一般指導事業 

要望のあった保育園ヹ所、幼稚園を訪問し、保育士等に対して児の発達相談ヹ指導を行うため、

作業療法士ヹ言語聴覚士ヹ心理士を派遣している。 

 

令和5年度 派遣件数 

職 件数 備考 

作業療法士 1 保育園 

言語聴覚士 1 保育園 

心理士 5 保育園等 

 

ア 講師派遣 

 研修ヹ講演会等の依頼に応えてスヱソヺ内外に講師を派遣している。 

    

内 容  講 師 派 遣 日 （ 期 間 ）  派 遣 職 ヹ 人 数  

派 遣 依 頼 なし 

 

イ 関係者会議 

児に関わりのある複数の専門機関の関係者が一同に会し、個別の事例について検討するため、 

主治医の指示のもと、関係職種が出席している。 

 

内  容 回 数 出席職ヹ人数 

個別クヺシ関係者会議 2 回 理学療法士（延べ 2 人） 

個別クヺシ関係者会議 10 回 心理職（延べ 10 人） 

 

ウ 生活介護「タゥヱノル」 

障害者生活介護施設「タゥヱノル」では、月 5 回全利用者を対象とした集団機能訓練を実施して

いる。理学療法士、作業療法士、生活指導員の協力のもと毎月ツヺボを決めて集団機能訓練に

取り組んでいる。 

 

集団機能訓練参加利用者延べ人数 

月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

延べ人数 33 31 31 25 27 46 51 35 39 33 27 41 419 
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６ 看護科 

Ⅰ 令和５年度看護科目標 

１．  社会のドヺジに対応した医療型障害児者施設としての役割を果たす 

1）入所者ヹ利用者の QOL の向上を考えた看護を実践する 

2）在宅支援充実に向けて、地域との連携および支援の構築を強化する 

２．主体的に行動できる看護師の育成を強化する 

１）重心領域シツチフの充実と習得を推進する 

３．働きやすい職場環境の整備を行う 

1）ヘ゠ヨヱギを確立し、業務の見直しを行い働きやすい職場を作る 

２）フョシロヱの取り組みで、「心理的安全性」の高い環境を作る 

Ⅱ 看護科 人員構成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 看護体制 

１． 看護方式    固定タヺマ継続受け持ち制 

２． 看護体制    障害者施設等入院基本料 10:1 

3． 勤務地体制   二交代制 

正規職員                    看護職平均経験年数  

                               23 年  

総看護師長           1 名      センター平均経験年数  

副総看護師長         1 名              8 年  

 主任看護師長        1 名  

  看護師長         3 名  

   副看護師長       6 名  

    主任看護師      42 名    

     看護師       3 名  

        

臨時採用  

     看護師・准看護師    11 名       

      合計        68 名  

      

    看護補助者（正規）  3 名  

         （臨時）    4 名       

      合計        ７名  

   

重症心身障害認定

看護師  

4 名  
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4.  勤務時間  

早日勤 07:00～17:45 

早番２ 07:30～16:15 

早番３ 08:00～16:45 

日勤 08:30～17：15 

遅番１ 10:00～18:45 

遅番２ 10:30～19：15 

遅番３ 11:15～20:00 

二交代制夜勤 17:00～07：30 

 

Ⅳ 委員会活動報告  

１．  教育委員会（カメヨ゠ョゾヺｗ） 

 カメヨ゠ョゾヺⅢ．Ⅳの習得を目指すシソチビの実践能力の向上、組織的役割能力の向上にむけACP   

とヨヺゾヺサチフ研修を行った。ACP研修においては想いのボチフを自ら記載してみる共に、その人ら  

しさを知り、今をそしてこれから先を支えるために自分たちの役割を考え実践へつなげた。ヨヺゾヺサ 

チフ研修においてはタヺマパラヅァヱギやヨヺゾヺとしての役割や資質を学び、それをもとにタヺマの 

課題解決にむけヨヺゾヺがシソチビと共有して取り組むことができた。またタヺマで事例検討を行い、 

裏付けをもった実践を行うことで実践能力の向上に取り組んだ。 

２．  教育委員会（新任者ヹ助手ｗ） 

新任者フルギョマをもとに新任者の実践能力の向上にむけ、研修を行うとともに、フルギョマに沿って 

病棟で支援を行った。また病棟間異動者の不安軽減にむけ、異動者の意見をもとに異動者のエヨウ 

ヱツヺサュヱフルギョマを作成した。助手については実践能力の向上にむけ、BLSと心理的安全性の 

研修を行い、心理的安全性の高い職場にむけ、目標をもって取り組んだ。 

３．教育委員会（シツチフｗ） 

重症心身看護領域の看護の専門的知識と技術に基づいた看護実践ができる看護師の育成にむけ、 

シツチフの整備を行い、シツチフのⅡ～Ⅴの評価基準と評価者の明確化を行った。そしてシツチフの 

評価基準を一つの冊子にまとめ提示した。またシツチフの習得にむけ、重症心身障害認定看護師を 

中心に習得の推進を行い、シツチフⅡヹⅢの習得を出来たシソチビが増加した。 

４．看護実践委員会（看護記録ｗ）  

看護実践が見える看護記録を目指し、記録の監査を行った。看護記録の自己評価を実施し 

たことで、自己の記録を客観的に見返すことができた。また、他者評価結果では、自己評 

価で見えなかった看護記録の具体的な問題点や記録内容の不十分な点をスタッフが認識で

きるように、フィードバックし目標に向けて取り組むことが出来た。 

５．  看護実践委員会（看護過程ｗ） 

ブヱゾヺセヱの看護理論を理解し、入所者のドヺジに合った個別性のある看護計画立案にむけ 
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ォヱビゟリヱシを繰り返し行い、検討することが出来た。また、基本的欲求の内容や看護記録の項 

目、記載方法などを一覧にし、記録の統一化を図るよう取り組んだ。 

６．  安全管理委員会（医療安全ｗ） 

薬に関するアヱサヅヱテの減少に向け、薬に関するアヱサヅヱテの原因分析と、看護手順に沿った 

薬の確認行動がとれるよう、薬の確認行動の監査をおこなうとともに、対策重視に傾倒しないフル  

スシ指向のォヱビゟリヱシを推進し、定着を図った。原因分析や監査の結果を踏まえた内容を可 

視化し、各所属での情報共有や注意喚起のヂヺラとして活用し、薬に関するアヱサヅヱテは減少 

した。 

７．  安全管理員会（感染対策ｗ） 

感染経路別予防策を理解し適切な予防策が行えるように、環境や手指衛生ヹPPE の着脱の監

査を定期的に行い、結果を病棟に返していった。又、感染経路別対策が必要な利用者の表示

の統一やサトヨエを用い、個々で手指衛生が必要なソアポヱギを考えてもらった。後期の監査結

果や゠イテピリアキが見られなかったことから、経路別予防策を理解し、適切な予防策を実施で

きているシソチビはふえたと考えられる。 

８．  安全管理員会（倫理問題検討ｗ） 

医療ヹ療育現場における接遇ヹみだしなみについての現状把握と改善を目標に、接遇ヹみだしなみ

の調査を実施した。調査の結果を踏まえ、接遇については月ごとツヺボを提示し、各所属で他職種

を交えて話し合う機会を設けるような働きかけを行ったり、ホシソヺを用いた発信を行ったりすること

で、職員の接遇やみだしなみに対する意識付けを行った。 

９．  安全管理員会（危機管理ｗ） 

職員の防災意識を高め、防災対策における看護師の役割を考え実践につなげられる基盤を作るこ

とを目標に、災害に関する e ョヺドヱギの視聴の推進や、゠キサュヱォヺデの修正、防災備品の現状

把握、大規模災害訓練時の所属ごとの訓練内容の企画ヹ実践に取り組んだ。 

１０．  業務委員会（働く環境検討ヹ職務満足度調査ｗ） 

当スヱソヺのヘ゠ヨヱギ体制を明確にするために、ヘ゠ヨヱギのオアデョアヱを作成し周知を行っ

た。また、時間外削減に向け、時間外内容とヨサメチビラの現状把握を行い、ヨサメチビラの体制

や行い方など検討した。昨年度と比較し、平均１H/人/月の時間外削減に繋がった。職務満足

度やヘ゠ヨヱギの尺度からの゠ヱクヺテ結果からはヘ゠ヨヱギ体制の継続を望むシソチビが多い

結果となった。 

１１．  業務委員会（ベヺマヘヺザｗ） 

就活生や家族などに向け、看護科の教育サシツマや働き易さを゠ヒヺラできるような内容を検討し、

ベヺマヘヺザの修正を行った。 
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Ⅴ 令和 5 年度 入所ヹ入院および外来ヹ通園の状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）支援学校は、令和元年度末新型ケルトイアラシ感染症対策のため休校となった。 

令和 2 年度から下記のように段階的に解除した。 

         ヹ5 月初旬までは、スヱソヺ内でスヱソヺ職員が学習支援。 

         ヹGW 後より、支援学校教員による個別訪問授業（スヱソヺ内）と支援学校登校 

（通学生とは別の教室、昼食はスヱソヺに帰院）と徐々に再開さている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:00～7:30    起床ヹ車椅子移乗 

7:45～8:30    洗面ヹ朝食ヹ内服ヹ口腔ク゠ 

8:30～9:00    医師の診察ヹ処置 

8:50        支援学校登校（月～金曜日）   

午前中      ヨネパヨヹ全体活動ヹ個人活動 

11:30～      排泄介助 

12:00～13:00  昼食ヹ内服ヹ口腔ク゠  

13:30～15:00  入浴（月ヹ水ヹ金  午前中に水分摂取） 

           入浴日以外 全体活動ヹ個別活動 

15:00       支援学校より帰棟  (月ヹ水ヹ金 入浴) 

           おやつ 口腔ク゠ 

17:30～      排泄介助 

18:00～19:00   夕食ヹ内服ヹ口腔ク゠ 

20:30～        排泄ク゠ 

21:00        就寝準備ヹ消灯 

         （22ヹ24ヹ2ヹ４ヹ6 時巡視  排泄ク゠ 体位交換） 

 

1 日の生活の流れ  
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Ⅵ 入所児（者）の状況  注）（）内は令和４年度 

 医療型障害児入所施設ヹ療養介護 
医療型障害児入所施設ヹ 

療養介護ヹ入院 

 ヒチケル病棟 ケラニチテ病棟 パエョ病棟 

入所児（者）数 ２３名（２３名） 25 名（25 名） 1６名（16 名） 

性別   男性 8 名 女性１5 名 男性 15 名 女性１０名 男性６名 女性１０名  

平均年齢 37.8 歳 （36.3 歳） 34.5 歳 (33.5 歳) 16.6 歳 （15.6 歳） 

平均入所年数 23.2 年 （22.2 年） 22.3 年 (21.3 年) ７.３年  (6.3 年) 

超重症児（者）数 ５名  （５名）  ４名  （４名） ２名   （２名） 

準超重症児（者）数 ４名  （４名）  ８名  （８名） ３名   （３名） 

摂食外来定期受診者 １０名  （10 名） １５名  （15 名） ７名   （7 名） 

摂食嚥下 

シキヨヺドヱギ 

総合評価 

重  度:４名（１名）  

中等度:１４名（17 名）  

軽  度:５名(５名) 

重  度:４ 名 (１名) 

中等度:１９名(22 名) 

軽  度:２ 名 (2 名) 

重  度:４ 名 （3 名） 

中等度:３ 名 （4 名） 

軽  度:９ 名 （９名）  

人工呼吸器管理 ４名 ５名 ２名 

整形外科手術患者   ２名（7 名） 

歯科手術入院患者   １７名（15 名） 

HCU 平均利用日数 32.7 日/月 (31.4 日/月)  

 

【福祉事業利用状況】     

新型ケルトイアラシ感染対策 

令和 2 年 4 月 21 日より緊急避難的短期入所 3 床→令和 ５年５月 8 日より 5 床で対応 

 ヒチケル病棟 ケラニチテ病棟 パエョ病棟 

短期入所利用実績 １４５回【４４２日】 ２９回【 ７３日】 ２９回【 ７９日】 

日中一時支援実績 ４回【約２４時間】 0 回【 0 時間】 0 回【約 0 時間】 

人工呼吸器管理 １名 0 名 0 名 

  

  【あけぼの支援学校通学状況】 注）（）内は令和 4 年度 

 ヒチケル病棟 ケラニチテ病棟 パエョ病棟 

支援学校通学者 0 名(0 名) ２名(２名) １１名(１0 名) 

 

  【あけぼの支援学校通学内訳】 

 小学部 中学部 高等部 

支援学校通学通学者 ３名（４名） ３名（４名） ５名（８名） 

 

【入院の状況】 注）（）内は令和４年度 
 

 入院数 延べ入院日数 平均入院日数 

歯科 １７名 （15 名） 50 日  （４5 日） 2.9 日 （3 日） 

整形 4 名 （ ８名） 60 日 （62 日） 15 日 （7.8 日） 

一般入院（ペテチキシヹ検査入院等） 0 名 （ １名） 0 日  （12 日） 0 日 （12 日） 

親子入所（入院） 0 名 （ 0 名） 0 日  （0 日） 0 日  （0 日） 

計 21 名 （24 名） 110 日 （119 日） 5.2 日 （5 日） 
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Ⅶ 外来の状況 注）（）内は令和 4 年度 
 

外来患者数 
 整形外科 小児科 泌尿器科 皮膚科 療法科 合計 

4 月 57 385 5 5 567 1,019 

5 月 69 395 7 9 543 1,023 

6 月 71 412 9 16 618 1,126 

7 月 67 385 6 9 566 1,033 

8 月 84 402 6 20 636 1,148 

9 月 59 361 8 5 585 1,018 

10 月 65 416 12 23 627 1,143 

11 月 51 340 6 14 565 976 

12 月 54 377 4 11 599 1,045 

1 月 52 366 8 17 652 1,095 

2 月 63 333 6 18 570 990 

3 月 79 425 6 18 696 1,224 

合計 
771 

（939） 

4,597

（4,495） 

83 

（106） 

165 

（93） 

7,224 

（7,037） 

12,840 

（12,287） 

新患 23 160 ０ 3 0 18６ 

 

外来利用者は、その多くが在宅療養の心身障害児（者）、医療機関から紹介された発達遅滞児及び

発達障害児である。小児科では広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥ヹ多動性障害の患者が多くを

占め、健康上の問題や発達上の課題があるため、看護師は患者を取り巻く家族を支えることが必要とな

る。家族ヹ保護者との信頼関係を深め、地域療育担当ケヺヅァニヺソヺと連携して学校ヹ市町村とのコ

ホヺテ体制を図っている。 

また入院患者については、入院病棟との連携を密にし、申し送りやコボヨヺを通して継続した看護を

行っている。 
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Ⅷ 通園の状況 注）（）内は令和 4 年度 
 

月別延べ利用者数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計 

ソマソマ 

医療型 児童発達

支援スヱソヺ 

59 55 74 65 71 69 64 78 60 70 61 76 
802 

(５20) 

    延長保育 45 45 58 48 55 56 55 61 55 55 41 43 617 

タゥヱノル 

生活介護  
110 112 107 113 121 115 119 123 112 106 104 103 

1,345 

(1,325) 

    延長保育 57 60 44 46 53 57 39 39 49 44 37 30 555 

 

 

ソマソマでは、心身に障害のある就学前の医療的管理が必要な幼児に対して、医療的ク゠を行うと 

共に発達支援を行い、保護者やかかりつけ医との連携や調整を行いながら個々に応じた看護を提供し  

ている。 

 タゥヱノルでは、在宅で生活している障害者が他の人々との交流により生活に広がりを持てる活動の  

場を提供し、利用者や家族のドヺジに基づいた生活支援を行っている。また家庭における療育や保護  

者の悩みなどについて相談ヹ助言及び指導を行っている。 

 

 

利用者の状況 

 ソマソマ タゥヱノル 

性別  男児1名 女児4名 男性10名 女性7名 

平均年齢 4.2歳(4.3歳) 30.4歳(29.4歳) 

超重症児（者） 0名（0名） 6名（6名） 

準超重症児（者） ２名（２名） 4名（4名） 
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７ 支援課 

 

入所支援課、通園支援課ではそれぞれが入所児者、通園児者への身辺のク゠や自立に向けた支援、

余暇活動の充実、活動や行事の企画実施等を行い利用児者の生活が明るく楽しいものとなるよう、環境

作りや支援に努めている。地域支援課では地域で暮らす障害のある人とその家族の支援や、おもちゃ図

書館等を通じて地域に開かれた活動を行っている。 

 

(１) 入所支援課 

 入所支援課は、看護科等と協働し、入所第一、第二、第三担当の生活支援を行っている。 

゠ 医療型障害児入所施設ヹ療養介護ヹ短期入所（日中一時支援事業） 

入所第一担当（ヒチケル）ヹ入所第二担当（ケラニチテ）ヹ入所第三担当（パエョ） 

 

(ｱ)遀営目的  

児童福祉法等関係法令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等

関係法令に基づき利用児ヹ者の人権尊重の視点に立ち、自立と社会活動への参加を推逭すると

ともに、地域支援として在宅の障害児者を短期的に預かり、障害児者の継続的な地域生活を支援

することを目的とする。 

  

  (ｲ)遀営方針 

関係法令を遢守し、他の社会資源との連携を図った遚正且つ、きめ細やかな療育及び介護コ

ヺパシを提供する。 

  

  (ｳ)施設概要 

ａ 定員 ８0人 

   ｂ 対象 原則として18歳未満で 居住地の児童相談所から医療型障害児入所施設の受給者証

が発行されている方。 

18歳以上で障害支援区分5または6の方で、出身市町村から療養介護のコヺパシ支給

を受けている方 

ｃ 居室 第一ヹ第二担当は安全とフョアノサヺに郤慮して 4 床室、2 床室、個室から構成されて

おり、生活の場と活動の場に分けられている。また、第三担当は、全室個室とし、食堂

（ヨパヱギ）の周りに居室を設けてヤドチテク゠に近い領域感をもたせている。 

ｄ 家族生活室（入所第一ヹ第二担当） 

入所児者と家族が宿泊し、お互いに交流することを目的としている。 

   

(ｴ)支援内容 

ａ 医療ヹ福祉ヹ看護ヹ機能訓練を必要としている利用児者に対し、利用児者や家族の要望を反

映した個別支援計画を、コヺパシ管理責任者ヹ児童発遉支援管理責任者を中心に医局ヹ看

護科ヹ療法科ヹ支援課等で立案ヹ実施ヹ評価をし、利用児者が充実した日常生活を送れるよう

にする。 

ｂ 人権やフョアノサヺ保護に郤慮し、安全で快遚な生活環境を提供する。 

   ｃ 利用児者の趣味や嗜好に応じた活動が出来るようリキヨウヺサュヱ行事を実施する。 

   ｄ 利用児（者）及びその家族の相談に応じ、関係機関との連絡調整を行う。 
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ｅ 隣接する支援学校と連絡を密にし、安全に通学できるよう郤慮する。 

ｆ 未就学児には発遉を促す療育活動（逿びヹヨジマ体操ヹ生活内でのヨネパヨ･散歩など）を実施

する。 

ｇ 在宅の障害児者が可能な限り地域における生活が継続出来るよう、短期的な施設の利用を

提供して、日常生活上の支援等を行う。 

 

ア 親子入所 

 

(ｱ)遀営目的  

幼児期（就学前）の肢体不自由児等が短期間その親（保護者）とともに入所して短期集中訓練

と必要な療育指導を受け、家庭での療育に繋げる。 

 

(ｲ)遀営方針 

ａ 親子が一緒に訓練を受けることにより、訓練方法を習得し家庭で継続して訓練ができるよう支

援する。 

ｂ 療育活動への参加等により、家庭における子育てが円滑に行えるよう支援を行う。 

ｃ 障害のある児や親同士がケポャドクヺサュヱを図り、交流を深めるような環境づくりを行う。 

ｄ 健康管理ヹ社会資源等に関する情報を提供し、社会資源を活用しながら健康的な生活を送

れるよう支援する。 

 

(ｳ)施設概要 

ａ 定員 2組 

ｂ 対象 外来診察で医師が、短期集中訓練等の必要を認めた親子。対象児は幼児から就学

前の児童。 

ｃ 利用期間 4逬間（逬末外泊は可能） 

 

(ｴ)療育の内容 

入所前にォヱビゟリヱシを開き、入所の方向性ヹ個別入所フルギョマを検討する。必要によって

療法科（PTヹOTヹSTヹ心理療法）、医局（ヨネパヨの指示ヹ治療ヹ発遉障害および疾患についての説

明等）、入所支援課（療育支援ヹ逿戯療法等）、地域支援課（福祉制度等）、看護科（摂食指導ヹ

医療的ク゠の指導および看護）、歯科衛生科（口腔ク゠等）の職員により入所フルギョマを検討す

る。 

 

(ｵ)親子入所の担当 

看護科から主担当1名、入所支援課と療法科から副担当が各1名ずつ出て入所に関する調整ヹ

ビェルヺを行う。関係専門職は円滑な遀営に協力する。 

 

(ｶ)親子入所の窓口 

親子入所の事務手続きヹ児童相談所との連絡調整は、主担当（パエョ看護師）が行う。  

 

(ｷ)費用の徴収 

総務課担当で行う。 
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（２） 通園支援課（医療型児童発遉支援スヱソヺ･生活介護） 

゠ 医療型児童発遉支援スヱソヺ「ソマソマ」 

(ｱ)遀営目的 

児童福祉法に基づき、心身に障害のある医療的管理が必要な幼児に対して、治療を行うととも

に、発遉支援及び生活に必要な基本的な習慣等が身につけられるように通園の方法により支援を

行う。 

 

(ｲ)遀営方針 

関係法令を遢守し、他の社会資源との連携を図った遚正且つきめ細やかな療育の提供。 

ａ 医療と連携を図りながら療育活動を行う。 

ｂ 子どもの自ら育とうとする力を支えるため様々な経験を提供する。 

ｃ 療法科と連携し、療育活動の中にヨネパヨツヺサュヱ内容を取り入れた活動を行う。 

ｄ 保護者の障害受容も含めた育児支援を行う。 

ｅ 社会参加の機会を多く持つ。 

 

(ｳ)施設概要 

ａ 定 員   15人 

ｂ 対 象   肢体不自由（医療的ク゠を要する児を含む）がある就学前までの未就学児童（居

住地市町村から障害児通所給付費ヹ肢体不自由児通所医療給付費の支給決

定を受け、当事業者と利用契約を締結した方。） 

 c 療育方法 単独療育（入園した児童については園に慣れるまでの期間は半日療育や親子通

園とする。但し、その期間の設定は児童ヹ保護者の状況により変更することもあ

る。) 

 

(ｴ)事業内容 

ａ 営業日及び営業時間 

営業日：月曜日～金曜日（国民の休日は除く。３期制とし、各期に家庭療育期間を設ける） 

営業時間：9:30～16:00 

ｂ 利用料  

(a) 定率負担（給付費の1割だが、負担上限あり）、利用日数実績により決定する。 

(b) 食費については欠席（食事のカメヱスラ）を前日の午前9時までに行わない場合は、食事

等にかかわる経費として実費を徴収する。 

(c) 医療費：肢体不自由児通所医療受給者証により1割負担。但し、歯科については3割負

担。 

ｃ 送 迎 

(a) 家族の送迎またはスヱソヺ中型ノシ1台、ロヱペチキシォヺ等通園ノシでの送迎を行う。通

園ノシは、生活介護「タゥヱノル」利用者を含め、ノシ送迎希望者の居住地近くまで遀行

できるラヺテを設定する。また、特に必要と認められた場合は医療従事者の添乗する車両

にて送迎を行う。 

       (b) ノシの添乗は通園支援課職員及び必要に応じて看護職員が行う。  

 

(ｵ)支援内容 

ａ 医療ヹ福祉ヹ看護ヹ機能訓練を必要としている利用児を身体的ヹ精神的ヹ社会的側面から捉
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え、健康的な日常生活が送れるように支援する。また、必要に応じて家族等へ助言指導を行

う。 

ｂ 年間ォヨカャョマに沿った行事ヹ活動を実施し、利用児個々の能力に合わせた療育支援を行

う。 

ｃ 安全な生活環境を提供する。 

ｄ 児童発遉支援管理責任者は、医局、支援課、看護科、療法科等が参加する策定会議を招

集し個別支援計画を検討、作成する。本人及び家族に説明を行い、同意を得る。 

計画の実施、評価、ムドソヨヱギを随時実施し、根拠に基づいた支援を行う。  

ｅ 「韮崎市立すずらん保育園との交流保育」及び「親子活動」を通して多くの人とふれ合い社会

性を育てる。 

 

(ｶ)交流保育 

ａ 目的 

(a) 施設内の療育と異なる大きな集団での療育活動を経験する中で、地域の保育園児と良

い関係をつくり、豊かな社会性を身につける。 

(b) 地域の保育園の園児とあけぼの医療福祉スヱソヺ通園児、職員が相互に理解を深める。 

ｂ 交流先 

韮崎市立すずらん保育園 

ｃ 参加者 

あけぼの通園児   （感染防止対策により入所利用児の参加はなし）  

職員：通園支援課ソマソマ担当職員ヹ看護師等 

e 実施状況 

     感染対策を講じ、令和５年度は２回実施。 

 

( ｷ ) 親子活動 

ａ 目的 

専門講師によるフルギョポヱギされたスチサュヱを通して親子の触れ合いを深め、楽しい時間を

共有するとともに、職員の研鑽の場とする。 

ｂ 講師 

山梨県立大学准教授 高野 牧子先生 

山梨学院大学非常勤講師 川上 琴美先生 

ｃ 実施回数 

年間 ５回 

ｄ 実施時間 

午前10時15分から11時15分 

ｅ 参加者 

あけぼの通園児、保護者、ソマソマ担当職員等 （感染防止対策により入所利用児および外 

来利用児の参加はなし） 

ｆ 場 所 

       多目的ベヺラ 

ｇ 実施状況 

  新型ケルトイアラシ感染症防止対策として、通園児とその保護者のみの参加とした。 
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ア 生活介護「タゥヱノル」 

(ｱ) 遀営目的 

利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者とし

て障害者総合支援法施行規則第七条に規定する重症心身障害者に対して、入浴、食事ヹ排泄の介

護、機能訓練、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、地域における QOL の向上と社会的自立

のための支援を行う。 

 

(ｲ) 遀営方針 

関係法令を尊守し、他の社会資源との連携を図った遚正且つきめ細やかな生活介護コヺパシを

提供する。 

 

(ｳ) 施設概要 

ａ 定 員：15名 

ｂ 対象者：地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者 

として次に掲げる重症心身障害者。 

ヹ障害支援区分が区分3以上である者。  

ヹ年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上である者。 

ヹ市町村において「生活介護」の支給決定を受け障害福祉コヺパシ受給者証の交付を受けた者。 

 

(ｴ) 事業内容 

ａ 営業日及び営業時間 

営 業 日：月曜日～金曜日（国民の休日は除く。） 

営業時間：9:30～16:00 

ｂ 利用料 

(a) 介護給付費対象コヺパシ内容の料金 

介護給付費によるコヺパシを提供した際は、コヺパシ利用料金（厚生労働大臣の定める基

準により算出した額）のうち9割が介護給付費の給付対象となる。事業者が介護給付費等の

給付を市町村から直接受け取る（代理受領する）場合、利用者負担分として、コヺパシ利用

料金全体の1割の額をスヱソヺに支払う。（定率負担または利用者負担額） 

なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が遚用される場合は、この限りではない。 

(b) 介護給付費対象外の食費、日常生活用品等については実費及び利用者負担になる。 

(c) 食費については欠席（食事のカメヱスラ）を前日の午前9時までに行わない場合は、食事等

にかかる経費として実費を徴収する。低所得者については食材料費を徴収する。 

ｃ 入 浴 

利用希望者には逬1回実施する（利用料は当面の間徴収しない）。 

ｅ 送 迎 

（ａ）家族の送迎またはスヱソヺ中型ノシ1台、ロヱペチキシォヺ等通園ノシでの送迎を行う。通園

ノシは、医療型児童発遉支援スヱソヺ利用の幼児も含め、ノシ送迎希望者の居住地近くま

で遀行できるラヺテを設定する。 

（b）上記ノシの利用困難な希望者には、医療従事者が添乗する特別ケヺシノシを遀行している。 

（ｃ）ノシには、通園支援課職員が添乗し、医療ク゠が必要な利用者が乗車する場合で、医師が

必要と認めた場合は看護師が添乗する。 
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ｆ 医 療 

        利用時間内に体調不良により看護師等が診察を必要と判断した場合は、家庭に連絡し、身元

引受人の付き添いのもと受診をしていただくか、かかりつけ医での受診を促す。 

 

(ｵ) 支援内容 

     ａ 医療、福祉、看護、機能訓練を必要としている利用者やその家族を身体的、精神的、社会的側

面から捉え、その人なりの健康的な日常生活が送れるように援助し、必要に応じて助言ヹ指導を

行う。 

ｂ 所外活動ヹ個別活動ヹギラヺフ活動等の企画ヹ遀営を行い、QOLの向上をめざす。 

ｃ その人の持つ力を最大限に活用しながら、入浴、排泄、食事等日中活動における介護を行う。 

ｄ 残存している機能を維持するために療法科、看護科と連携し、その人に応じた機能訓練を行う。 

ｅ 利用者の家族と連絡を密にとり利用者の状態把握に努めるとともに、日中の状況についても家

族と随時共有し日々の支援に生かす。 

ｆ コヺパシ管理責任者は、医局、支援課、看護科、療法科等が参加する策定会議を招集し個別

支援計画を検討、作成する。本人及び家族に説明を行い、同意を得る。 

計画の実施、評価、ムドソヨヱギを随時実施し、根拠に基づいた支援を行う。     

 

 (３) 地域支援課 

 

゠ 総合相談窓口 

(ｱ) 遀営目的 

地域支援課は、在宅や施設に入所している障害のある人及び家族等の生活を支えるための総合

相談窓口として、当所のもつ機能を用い、施設と地域を結ぶ質の高いコヺパシを提供するとともに、

利用者のドヺジに遚切に対応していくことを目的とする。 

 

(ｲ) 遀営方針 

関係機関、関係者と連携し利用者の日常生活及び地域生活の充実を図る。ペョヱツァ゠や見学者

の受入れを幅広く行い、地域に開かれた施設を目指す。 

 

(ｳ) 概要 

地域支援課は、あけぼの医療福祉スヱソヺ総合相談窓口として次の機能を有する。 

ａ 総合相談窓口機能 

在宅の障害のある人や入所児（者）及び家族からの相談の受付ヹ支援ヹ苦情等の調整を有

機的、総合的に実施する。 

ｂ 障害児（者）地域療育等支援事業の実施 

この事業は、山梨県障害児（者）地域療育等支援事業実施要項に基づいて、拠点施設とし

て当所が指定され、実施している。 

(a) 障害児（者）地域療育等支援事業の支援施設として各種事業を行う。 

(b) 療育拠点施設として他の支援施設に対するケヱコラツヺサュヱ（研修や困難事例の専

門的な指導等）を行う。 

ｃ 短期入所ヹ日中一時支援事業の受け入れ調整を行う。 

ｄ 職員体制 

地域支援課は、地域支援課課長、及び総合相談窓口シソチビとして、セヺサメラロヺォヺ、
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地域療育ケヺヅァニヺソヺ（地域療育等支援事業担当）、副所長（兼務）、主任医長（兼

務）、副総看護師長（兼務）、外来看護師長（兼務）、理学療法士長（兼務）の計８人で構成

する。 

 

(ｴ) 支援内容 

ａ 外来利用者に対して、在宅における医療的な問題や家族の精神的なク゠に対応 

ｂ 施設利用にあたっての調整 

ｃ 入所者、家族からの処逽に関する相談支援 

ｄ 療育に関する専門的な情報の収集ヹ提供 

ｅ 入所ヹ外来の区別のない各種の情報提供や相談ヹ支援のケヺヅァニヺテ 

ｆ 地域における困難事例へのケヱコラツヺサュヱ 

ｇ おもちゃ図書館の遀営ヹ管理 

 

ア 障害児（者）地域療育等支援事業 

この事業は、山梨県障害児（者）地域療育等支援事業実施要綱に基づいて、あけぼの医療福祉

スヱソヺが指定されて実施している。 

 

(ｱ) 事業の趣旨 

障害のある方が、家庭や住み慣れた地域で暮らすことを支えるため、施設のもっている機能を活用

し療育相談を行い、地域資源をうまく活用できるよう各種コヺパシの調整や関係機関との連携を図っ

ていく。 

 

(ｲ) 体制 

山梨県を8つの圏域（峡北ヹ峡西ヹ甲府ヹ峡南ヹ東山梨ヹ東八代ヹ東邪ヹ富士北麓）に分け、県から

指定された各施設に、地域療育等支援事業担当（地域療育ケヺヅァニヺソヺ）が郤置されている。当

所は峡北地域の担当であるとともに、各種の専門機能を備えているため、療育拠点施設にも指定さ

れている。 

 

(ｳ) 事業内容 

ａ 療育等支援施設事業 

(a) 在宅支援訪問療育等指導事業 

在宅の障害児（者）の地域での生活を支援するため、医師、理学療法士、ケヺヅァニヺソヺ等

の職員により訪問指導班を組織して、希望する在宅の障害児（者）の相談や支援を行う。峡北

圏域の在宅者が中心であるが、広域での在宅者への支援も実施している。 

(b) 在宅支援外来療育等指導事業  

在宅の障害児（者）ヹ保護者、及び外来児（者）に対して、当所の専門機能を活用して各種の

相談ヹ研修及び集団での関わりを行う。 

(c) 地域療育連携事業 

保護者等の相談等に応じるとともに、各種福祉コヺパシの提供に関わる援助、調整等を行う。

また、ペョヱツァ゠の育成ヹ啓発活動を行う。 

(d) 施設支援一般指導事業 

保育所等に通う支援困難と感じる児や、発遉の気になる児の対応について保育士等からの相

談を受け、当所の医師ヹ心理士ヹ作業療法士ヹ言語聴覚士ヹケヺヅァニヺソヺ等が保育所等を
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訪問して対象児の観察を行い、保育士や保護者等に助言ヹ指導を行う。 

また、保育所等の職員に対して、シカラ゠チフを目的とした研修会を実施する。 

ｂ 療育拠点施設事業  

支援施設と療育機能の連携を図り、在宅障害児（者）及びその家族に対し当スヱソヺの多様

な機能を活かした専門的な支援を行う。 

 

(ｴ) その他 

ヹ県障害者自立支援協議会強度行動障害フルザゥキテ 

ヹ峡北地域障がい者自立支援協議会各邪会（連絡調整会議） 

ヹ北杜市障がい者施策推逭委員会      ヹ韮崎市障がい者施策推逭委員会 

ヹ途切れのない支援連携会議         ヹ困難事例クヺシ検討会議 

ヹ峡北地区福祉有償遀送遀営協議会     

ヹ中北圏域医療的ク゠児者支援検討会議 
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イ 短期入所 

(ｱ) 遀営目的 

障害児（者）が可能な限り地域での生活が継続できるよう、障害福祉コヺパシの一つとして、障害

者総合支援法第5条第8項に規定される「短期入所」を実施する。 

 

 (ｲ) 遀営方針 

関係法令を遢守し、他の社会資源との連携を図った遚正かつきめ細やかな介護コヺパシを提供す

る。 

 

 (ｳ) 概要 

 定員：8人（令和2年度から引き続き新型感染症対策のため受入の調整を行った） 

 対象者：市町村で「短期入所」の支給決定を受けている方。 

児童（18歳未満）：障害児（単価区分1～3）、医療型（重心）、医療型（その他） 

成人（18歳以上）：障害者（支援区分5か6）、医療型（療養介護）、医療型（その他） 

 

短期入所実績（H20からR5まで） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

利用実人数 28 43 49 50 85 53 51 51 

利用延件数 182 317 422 425 461 514 568 466 

利用延日数 632 1,033 1,407 1,297 1,338 1609 1,756 1,633 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4  R5 

利用実人数 52 51 53 58 29 16     18     25  

利用延件数 577 780 762 857 143 147 153 203 

利用延日数 1898 2,107 1,951 2,142 503 418 435 594 

    ※令和2～5年度は、新型感染症対策のため受入の調整を行った。 

 

ウ 日中一時支援事業 

障害者総合支援法の市町村地域生活支援事業の中の一つに位置づけられる。あけぼの医療福

祉スヱソヺが市町村との委託契約に基づき実施する。 

遀営方針等は短期入所に準ずる。 

定員：短期入所と合わせて12人（令和2年度から引き続き新型感染症対策のため受入の調整を行った） 

 

日中一時支援事業実績（H20からR5まで） 

年度 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

利用実人数 32 42 36 31 42 29 37 47 

利用延日数 547 533 429 641 474 654 752 845 

年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

利用実人数 38 29 31 29 11 4 1 １ 

利用延日数 824 721   496 426 20 16    1 4 

※令和2～5年度は、新型感染症対策のため受入の調整を行った。 
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エ おもちゃ図書館 

(ｱ) 遀営目的 

あけぼの医療福祉スヱソヺ内におもちゃ図書館を設置し、障害のある子どもたちがおもちゃを通し

て、地域の子どもたちや大人たちとふれあう場を提供し、心の発遉に役立てることを目的とする。また、

ペョヱツァ゠活動推逭の一環とする。 

 

(ｲ) 概要 

ａ 名称を「あけぼのおもちゃ図書館」とする。 

ｂ おもちゃ図書館の管理責任者は地域支援課職員とし、遀営については、積極的なペョヱツァ゠の 

     活用ヹ参画を図るため地域ペョヱツァ゠とする。ペョヱツァ゠のきまりは別に定める。 

ｃ 対象者は原則として、あけぼの医療福祉スヱソヺ入所児（者）、通所児（者）、外来利用者及び 

  地 域の障害児（者）、その家族等とする。 

ｄ 開館日は原則として第1逬から第4逬までの水曜日、午前10時～午後4時とする。 

ｅ 設置場所は当スヱソヺ一階、地域交流シヘヺシの一邪を当てるとともに、ペョヱツァ゠室を活用す 

る。 

ｆ 原則として保護者等の付き添いのもと利用する。 

 

(ｳ) 玩具の管理  

ａ 品目別に管理簿により現品管理をする。 

ｂ 利用中の破損ヹ紛失等については、届けを受け修理可能なものは修理し、修理不能のもの及び 

紛失等については、速やかに補充する。 

 

(ｴ) その他 

ａ おもちゃ図書館内で発生した事故については、スヱソヺ内での一般事故として処理する。 

ｂ おもちゃの貸し出しについては、利用状況等を考慮しながら行っていく。 

 

おもちゃ図書館実績（H30～R5） 

 

 

 

 

 

 

※令和2～5年度は、新型感染症対策のためおもちゃ図書館は閉館した。 

 

  

 

 

 

 

  

 H30 R1 R2 R3 R4 R5 

開 館 回 数 45 40 0 0 0 0 

来 館 児 者 757 613 0 0 0 0 

付 き 添 い 667 554 0 0 0 0 

ペ ョ ヱ ツ ァ ゠ 200 203 0 0 0 0 
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８  富士ヹ東部小児ヨネパヨツヺサュヱ診療所 

 

当診療所は、障害のある小児、発達に遅れのある小児に対するヨネパヨツヺサュヱや療育を行う目的

で、平成27年4月に開設された。身体機能や認知ヹ言語の発達の遅れなどの問題に対し、発達を促す

ための医学的評価やヨネパヨツヺサュヱを実施している。 

その他、初診やヨネパヨツヺサュヱの追加や変更があったクヺシ、さらに課題のあるクヺシに関して、月

に一回症例検討会を行い、シソチビ間で方針や課題の共有を図るよう努めている。また、必要に応じて

隣接する富士ふれあいスヱソヺとも連携して対応している。 

 

（ １ ）  診 療 日  毎 週 水 ヹ 木 曜 日 （ 祝 日 及 び12月 29日 から1月 3日 は休 診 ）  

 

（ ２ ）  診 療 科 目 ヹ 訓 練 時 間 ヹ 職 員 構 成  

診療科目等  対応時間  対象  備考  職員構成  

小児科  
9:00～17:00 

（16枠） 
未就学児から中学生  

予約が必要 

医師：常勤 1名 看護師：常勤 1名 

理学療法  
9:１0～16:50 

（8枠） 
未就学児から中学生  理学療法士 常勤  1名 

作業療法  
9:１0～16:50 

（8枠） 
未就学児から中学生  作業療法士 常勤  1名 

言語聴覚療法 
9:10～16:50 

（６枠） 
未就学児  言語聴覚士 常勤 1名 

心理療法  
9:10～16:50 

（4枠） 
未就学児から中学生  公認心理師 常勤 1名 

受付業務  9:00～17:00 
 

 
診療報酬計算員    1名 

 

（ ３ ）  市 町 村 別 ヹ 男 女 別  令 和 5年 度 初 診 受 診 数  及 び 紹 介 元 （ 名 ）  

市 町 村 名  男児 女児 合計 あけぼのか

らの転院 

保健師 他院 園ヹ学校 その他 合計 

富士吉田市  17 7 24 0 10 11 0 3 24 

都留市  6 2 8 0 0 8 0 0 8 

道志村  2 0 2 0 1 1 0 0 2 

忍野村  9 1 10 0 9 1 0 0 10 

山中湖村  1 0 1 0 1 0 0 0 1 

富士河口湖町  6 6 12 0 5 2 0 5 12 

鳴沢村  3 3 6 0 4 1 0 1 6 

合計  44 19 63 0 30 24 0 9 63 

＊ 大 月 市 ヹ 上 野 原 市 ヹ 西 桂 町 ヹ 小 菅 村 ヹ 丹 波 山 村 からの新 患 はなし。 
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（ ４ ）  小 児 科  

小児科では受診した児や家族などの訴えから問題点を分析し、課題解決のために必要なヨネパヨツ

ヺサュヱ、治療、゠デノアシなどの支援を検討し遂行するのが主たる業務である。課題を医学的に分析し、

診断及び治療を行うのが本来の診療科の役割だが、児の障害の程度や発達の過程、家族の想いは多

様であるため、各々の立場に合った治療戦略を立てるよう心がけている。診療所シソチビや関係機関との

連携を密にとりつつ、隣接している富士ふれあいスヱソヺとも定期的に情報交換を実施している。 

 

令 和 5年 度  

月別初診受診者数（人） 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

12 5 2 5 7 2 5 9 4 7 5 0 63 

 

月別受診者数（人） 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

実人数 159 133 150 143 142 125 136 142 147 159 140 120 1696 

延べ人数 170 163 212 176 196 169 174 196 187 206 187 158 2194 

 

年齢別年間受診者数（人） 

年齢 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計 

人数 1 6 9 18 38 33 47 33 35 24 21 15 18 11 8 4 2 0 1 324 

 

小児科病類別診療割合（％） 

ICD-10 分類 割合 

E83 低ベシビゟソヺズ症 0.3  

F50 異食 0.3  

F70 軽度知的障害＜精神遅滞＞ 1.5  

F71 中等度知的障害＜精神遅滞＞   0.9  

F79 詳細不明の知的障害＜精神遅滞＞  1.2  

F80 会話及び言語の特異的発達障害 20.3  

F81 学習能力の特異的発達障害 0.6 

F82 運動機能の特異的発達障害 5.5  

F84 広汎性発達障害  35.9  

F90 多動性障害 12.8  

F93 小児＜児童＞期に特異的に発症する情緒障害 0.3  

F94 場面緘黙  0.6  

F98 小児＜児童＞期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害 0.6  

G47 睡眠障害  0.3  

G71 原発性筋障害 0.3  

G80 脳性麻痺 1.5  
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ICD-10 分類 割合 

G91 水頭症 0.6  

I07 ヨイボタ性三尖弁疾患 0.3  

M21 外反扁平足 0.3  

P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの 2.4  

P35 先天性イァラシ疾患 0.6 

Q04 全前脳胞症 0.3 

Q05 二分脊椎＜脊椎披＜破＞裂＞ 0.3  

Q22 肺動脈弁及び三尖弁の先天奇形  0.3  

Q71 上肢の減形成 0.3  

Q75 頭蓋及び顔面骨のその他の先天奇形 0.3  

Q87 多系統に及ぶその他の明示された先天奇形症候群 1.2  

Q90 ゾイヱ症候群 3.0  

Q96 ソヺトヺ症候群 0.3  

R26 歩容異常 0.3  

R27 協調運動障害 1.5  

R29 精神運動発達遅滞 0.3  

R41 認知機能及び自覚に関するその他の症状及び徴候〈境界知能〉 0.3  

R46 不登校 0.9 

R47 言語の障害、他に分類されないもの 2.7 

R62 発達遅滞 0.9 

合計 100  

 

（ ５ ）  理 学 療 法 （ PT）  

理学療法では、それぞれの発達段階、機能状況に合わせた評価を行い、必要な時期に必要な情報

（家庭での関わり方、体操の方法等）や理学療法を提供している。また、歩行獲得は行えているが、動

作にぎこちなさがみられる児に対して評価を行い、生活内での関わり方などシマヺジな動きが獲得出来

るような゠デノアシの提供も行っている。 

診療所では、平成29年7月よりあけぼの医療福祉スヱソヺのピリヺシヹキヨドチキとサヺツァヱギヹキヨド

チキに該当する「補装具外来」を開始した。補装具や車椅子等を作製する際に、より利用者の身体に合

った物を提供し、生活の質が向上できるようにするため、医師、スョヒシテ、保護者、療育関係者等が意

見を交え、関わりを行っている。 

 

令 和 5年 度  

月別PT件数 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

実人数 12 13 13 13 12 15 14 15 16 17 17 15 172 

延べ人数 43 30 39 31 49 42 35 48 42 51 47 42 499 
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補装具外来 延べ件数 

 AFO 
靴型 

装具 
足底板 車椅子 

座位保持

装置付 

車椅子  

座位保 

持装置 
ォヺ 

サヺテ 
歩行器 その他 合計 

新規 8 10 26 9 0 4 2 1 1 61 

修理 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 

PT病 類 別 診 療 割 合 （ ％ ）  

ICD-10 分類 割合  

E83 低ベシビゟソヺズ症 4.8 

F82 運動機能の特異的発達障害 33.2 

G71 原発性筋障害 4.8 

G80 脳性麻痺 9.4 

G91 水頭症 4.8 

Ｉ07 ヨイボタ性三尖弁疾患 4.8 

P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの 14.2 

P35 先天性イァラシ疾患 4.8 

Q04 全前脳胞症 4.8 

Q05 二分脊椎＜脊椎披＜破＞裂＞ 4.8 

Q90 ゾイヱ症候群 4.8 

R26 歩行及び移動のその他及び詳細不明の異常 4.8 

合   計 100 

 

（ ６ ）  作 業 療 法 （ OT）  

作業療法では、児の身体の使い方やあそびの様子を観察し、ご家族から日常生活の様子を聴きなが

ら、必要な指導と治療を行っている。 

治療は、あそびを中心とした様々な作業活動を通して、児の身体や上肢の発達を促す訓練（粗大運

動、感覚調整、日常生活動作＜食事ヹ更衣ヹ排泄など＞）や学習基礎能力の促進を行っている。また、

生活の中で困ったことへの対応や環境調整の方法を゠デノアシしている。 
 

令 和 5年 度  

月 別 OT件 数  

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

実人数 41 38 51 46 49 39 47 51 49 53 57 33 554 

延べ人数 41 39 51 46 49 39 47 51 49 53 57 33 555 

 

OT病 類 別 診 療 割 合 （ ％ ）  

ICD-10 分類 割合 

F70 軽度知的障害＜精神遅滞＞ 3.4 

F82 運動機能の特異的発達障害 10.1 

F84 広汎性発達障害 49.2 

F90 多動性障害 13.5 
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G71 原発性筋障害 1.7 

P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの 8.5 

Q05 二分脊椎＜脊椎披＜破＞裂＞ 1.7 

Q22 肺動脈弁及び三尖弁の先天奇形 1.7 

Q87 多系統に及ぶその他の明示された先天奇形症候群 3.4 

Q90 ゾイヱ症候群 6.8 

合   計 100   

 

（ ７ ）  言 語 聴 覚 療 法 （ ST）  

言 語 聴 覚 療 法 では、児 と1対 1で、医 師 の指 示 の下 で評 価 、訓 練 及 び゠デノアシを行 っている。  

個々の児の遊び場面の観察や検査等を用いて、言語ヹケポャドクヺサュヱ行動（音声ヹ身振りヹ発音ヹ社

会性等）の評価を行っている。その上で言語学習上での問題点を掘り起こし、認知機能（色ヹ形などを

認識する力）、言語理解ヹ表出、発音、ことばの流暢性、社会性等の様々な側面に対して発達段階に合

わせ、興味ある課題や手続きを選択し、訓練および援助などの専門的関わりを行い、支援している。 

病類別でみると、低年齢では広汎性発達障害、精神遅滞に伴うことばの遅れ、高年齢になるに従い

構音障害が多い傾向がある。基本的には2歳から就学までの約2年間を目安に実施している。 

 

令 和 5年 度  

月 別 ST件 数  

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

実人数 21 27 26 23 28 25 21 24 22 23 20 16 276 

延べ人数 23 27 29 24 31 28 23 27 25 25 24 20 306 

 

ST病 類 別 診 療 割 合 （ ％ ）  

ICD-10 分類 割 合  

F50 摂食障害 1.4 

F79 詳細不明の知的障害＜精神遅滞＞ 1.4 

F80 会話及び言語の特異的発達障害 47.2 

F82 運動機能の特異的発達障害 7.2 

F84 広汎性発達障害 22.9 

F90 多動性障害 2.9 

F98 小児＜児童＞期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害 1.4 

Q22 肺動脈弁及び三尖弁の先天奇形 1.4 

Q87 多系統に及ぶその他の明示された先天奇形症候群 1.4 

Q90 ゾイヱ症候群 2.9 

R47 言語の障害、他に分類されないもの 5.7 

P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害、他に分類されないもの 1.4 

Q71 上肢の減形成 1.4 
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R26 歩行及び移動の異常 1.4 

合計  100 

 

（ ８ ）  心 理 療 法  

心理療法では、児に対する心理発達評価、および児を取り巻く周囲との関係性や環境も含めた心理

社会的評価、また、評価に基づいた心理発達に関する支援を行っている。 

児に対しては、遊びや行動観察、発達ヹ知能検査等を通し評価を行い、個々の発達に合わせた課題

を促すような関わりや、心の安定や回復を目指すような関わりを行っている。また、保護者には、児の発

達の道筋や特性に応じた対応を検討する機会となるように関わっている。 

病類別にみると、半数近くが広汎性発達障害と発達特性を中心とした事例が多い。その他について

は、家族ヹ親子間での葛藤や社会への不適応等といった内容から情緒的な問題へとつながった事例が

みられている。 

 

令 和 5年 度  

月 別 心 理 件 数  

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

実人数 25 22 25 23 23 18 24 25 21 27 22 23 278 

延べ人数 25 22 25 23 23 18 24 25 21 27 22 23 278 

 

 

心 理 病 類 別 診 療 割 合 （ ％ ）  

ICD-10 分類 割合 

F70 軽度知的障害＜精神遅滞＞ 3.0  

F80 会話及び言語の特異的発達障害 22.4  

F82 運動機能の特異的発達障害 6.0  

F84 広汎性発達障害 41.8  

F90 多動性障害 13.4 

P07 早産児 3.0 

Q90 ゾイヱ症候群 1.5 

R27 発達性協調運動障害 1.5 

R46 不登校 3.0 

R47 言語の障害 4.4 

合  計 100 
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９　委員会等設置状況（R5.4.1）



男 女 計 男 女 計 男 女 計

4 9 13 0 0 0 26 30 56

4 5 9 2 1 3 3 3 6

0 1 1 1 1 2 0 1 1

1 0 1 4 2 6 0 1 1

1 1 2 2 3 5 0 0 0

3 3 6 8 11 19 0 0 0

3 3 6 2 5 7 29 35 64

1 0 1 7 7 14

1 2 3 3 5 8

2 1 3 29 35 64

2 3 5

1 0 1

0 2 2

2 1 3

2 2 4

1 0 1

1 2 3

29 35 64

以上 21 22 23 24 25

0 0 0 0 0

男 女 計 20 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 19 12 7 8 9

1 2 3 0 1 0 0 0

1 1 2 18 11 6 3 4

0 1 1 0 1 0 1 2

2 1 3 17 10 5 2 1

1 0 1 0 0 3 14 42

1 0 1

3 2 5

2 5 7 ＊障害支援区分6：51人（53人中）　

5 10 15

12 13 25 ＊超重症者　：12人（64人中）

29 35 64 　準超重症者：15人（64人中）計

5～6年未満

4～5年未満

9～10年未満

8～9年未満

7～8年未満

6～7年未満

大島の分類

在所期間別入所状況

知
能
指
数

75
在所期間

1年未満

3～4年未満
35

座れる 寝たきり

20

10～20年未満

20年以上

歩行障害歩ける走れる
0

甲 州 市

50
1～2年未満

2～3年未満

中 央 市

身 延 町

富 士 河 口 湖 町

県 外

計

西 桂 町

甲 斐 市 50歳以上

笛 吹 市 計

上 野 原 市

南 ア ル プ ス 市 30～39歳

未

北 杜 市 40～49歳

計

大 月 市 18～19歳

2種4級

韮 崎 市 20～29歳

　　　医療型障害児入所施設・療養介護(入所第一 ・ 第二 ・ 第三担当)の統計資料

Ⅲ　統計表参考資料

令和6年3月31日現在

地区別入所状況 年齢別入所状況 身障手帳分類

　１　令和5年度

富 士 吉 田 市   6～11歳 1種2級

地区名 年齢 等　級

甲 府 市 　0～　5歳 1種1級

都 留 市 12～14歳 1種3級

山 梨 市 15～17歳
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

0 0 0 0 1 1 1 4 5

1 0 1 1 0 1 0 1 1

0 2 2 0 2 2 0 0 0

0 2 2 0 2 2 0 0 0

0 0 0 1 5 6 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 5 6

0 1 1

1 5 6

在所期間別利用状況

男 女 計 以上 21 22 23 24 25

1 0 1 0 0 0 1 0

0 3 3 20 13 14 15 16

0 2 2 0 0 0 0 0

0 0 0 19 12 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0

1 5 6 18 11 6 3 4

0 0 0 0 1

17 10 5 2 1

0 0 0 0 4

計

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

年齢 等　級

2　令和5年度　医療型児童発達支援センター（タムタム）の統計資料

令和6年3月31日現在

地区別利用状況 年齢別利用状況 身障手帳分類

甲 府 市 未満児(～3歳) 1　級

韮 崎 市 年少児(4歳) 2　級

南 ア ル プ ス 市 年中児（5歳） 3　級

北 杜 市 年長児(6歳 ) 4　級

甲 斐 市 5　級

中 央 市 6　級

市 川 三 郷 町 未

甲 州 市 計

昭 和 町

計

計

大島の分類

在所期間

1年未満

D
Q

75
1～2年未満

2～3年未満
50

3～4年未満

4～5年未満
35

計

20

0
走れる 歩行障害 座れる 寝たきり歩ける

36～40

31～35

26～30

21～25

81～90

71～80

61～70

51～60

41～50

1～5

DQ

総合発達指数

91～100

計

16～20

11～15

6～10
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男 女 計 男 女 計 男 女 計

3 1 4 1 0 1 10 7 17

2 0 2 4 3 7 0 0 0

0 1 1 5 3 8 0 0 0

2 1 3 0 1 1 0 0 0

1 1 2 0 0 0 0 0 0

1 1 2 10 7 17 0 0 0

1 1 2 0 0 0

0 1 1 10 7 17

10 7 17

男 女 計 以上 21 22 23 24 25

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 20 13 14 15 16

0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 0 19 12 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 18 11 6 3 4

0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 17 10 5 2 1

1 0 1 0 0 0 2 14

1 1 2

6 5 11

0 0 0

10 7 17

54

計

座れる 寝たきり

10～20年未満

20年以上

歩行障害

8～9年未満
0

9～10年未満 走れる 歩ける

3～4年未満

4～5年未満
35

5～6年未満

6～7年未満
20

7～8年未満

知
能
指
数

75
1～2年未満

2～3年未満
50

大島の分類

計

在所期間別利用状況

韮 崎 市

未

計

市 川 三 郷 町

富 士 川 町

40～49歳 4　級

50歳以上 5　級

計 6　級

在所期間

1年未満

3　令和5年度　生活介護（チェンバロ）の統計資料

令和6年3月31日現在

地区別利用状況 年齢別利用状況 身障手帳分類

地区名 年齢 等　級

18～19歳 1　級

20～29歳 2　級

30～39歳 3　級

甲 府 市

南 アルプ ス市

北 杜 市

甲 斐 市

笛 吹 市



通園児数　6人　　令和6年3月31日現在

全介助 部分介助 ほぼ自立 自立

(人数％） (人数％） (人数％） (人数％）

5 0 1 0

83% 0% 17% 0%

5 1 0 0

83% 17% 0% 0%

5 1 0 0

83% 17% 0% 0%

5 1 0 0

83% 17% 0% 0%

＊超重症児　0人（6人中）　準超重症児　4人（6人中）

利用者数　17人　　令和6年3月31日現在

全介助 部分介助 ほぼ自立 自立

(人数％） (人数％） (人数％） (人数％）

15 1 1 0

88% 6% 6% 0%

16 0 1 0

94% 0% 6% 0%

14 3 0 0

82% 18% 0% 0%

15 2 0 0

88% 12% 0% 0%

＊障害程度区分6　17人（17人中）　

＊超重症者　7人（17人中）　準超重症者　3人（17人中）

4　令和5年度　医療型児童発達支援スヱソヺ（ソマソマ）の介助状況

　超重症児（者）とは判定基準による判定シケ゠が25点以上であって、介助によらなければ座位が保持でき
ず、かつ、人工呼吸器を使用する等、特別の 医学的管理が必要な状態が6月以上継続している状態であるこ
と。ただし、新生児集中治療室又は新生児特定集中治療室を退室した患児であって当該治療室での 状態が
引き続き継続する患児については、当該状態が1月以上継続する場合とする。なお、新生児集中治療室又は
新生児特定集中治療室を退室した後の症状増悪、又は新たな疾患の発生については、その後の状態が6月
以上継続する場合とする。
　準超重症児（者）とは判定基準による判定シケ゠が10点以上であって、超重症児（者）に準ずる状態であるこ
と。

項目　　　 　       区分

食　 　　事

食　 　　事

排　　 　泄

移　　 　動

着　　 　脱

　　　　　　　　区分
　項目

着　　 　脱

排　　 　泄

移　　 　動

5　令和5年度　生活介護（タゥヱノル） の介助状況

 55



6　令和5年度　実習生受け入れ状況

学　校　・　団　体　名　 実習受け入れ期間 日数 人数 延べ人数

甲府看護専門学校（准看護学科）
基礎Ⅰ看護実習

0 0 0

甲府看護専門学校（准看護学科）
母子看護実習

0 0 0

山梨県立大学　看護学部　導入実習 0 0 0

山梨県立大学　看護学部　専門職連携実習 0 0 0

山梨県立大学　看護学部　小児看護実習Ⅱ 9/26 ～12/15 16 57 57

山梨県福祉保健部（一日看護師） 新型コロナウィルス感染拡
大防止のため受け入れなし

2 4 4

山梨県教育委員会（学校における医療的ケア第１
回）

1 12 12

山梨県教育委員会（教員による特定行為3号研修に
関わる喀痰吸引等指導看護師養成講習）

1 25 25

山梨県教育委員会（教員による特定行為の実施に
係わる研修）

2 25 25

山梨県看護協会（新人訪問看護師教育研修）
新型コロナウィルス感染拡
大防止のため受け入れなし
(講義を協会で実施）

0 0 0

帝京科学大学医療科学部　理学療法学科 臨床実習Ⅳ 5/8～7/15 46 1 46

日本医療科学大学保健医療学部
リハビリテーション学科　理学療法学専攻　臨床実習Ⅱ

9/25～11/24 28 1 28

健康科学大学　健康科学部　リハビリテーション学科
作業療法学コース　臨床実習Ⅲ

1/29～2/22 23 1 23

帝京学園短期大学　保育科 0 0 0

山梨県立大学　人間福祉学部人間形成学科 0 0 0

山梨学院短期大学　保育科 0 0 0

山梨学院短期大学　保育科 0 0 0

帝京学園短期大学　保育科 0 0 0

合計 119 126 220

新型コロナウィルス感染拡
大防止のため受け入れなし

リモート研修とあけぼの支
援学校に出張で実施

支
援
課

歯
科
衛
生
科

栄
養
給
食

新型コロナウィルス感染拡
大防止のため受け入れなし

看
護
科

療
法
科
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研 究 大 会 ヹ 研 修 会 名 期      間 人数

日本重症心身障害学会学術集会 10/26ヹ27 4

日本医療ボニザミヱテ学会学術総会 ６/2３ヹ2４ 1

山梨看護学会 12/2 1

看護コポチテ 2/14 2

重症障害児（者）医療看護講習会 ０

知っておきたい看護職のための栄養管理 6/7 １

感染予防（実践編）所属部署におけるヨヱキトヺシの役割 6/28 １

カメヨ゠形成のこれからを考える 6/29 ２

看護補助者の活用推進のための看護管理者研修改訂版2022 7/13 ２

施設内企画研修に必要な基礎知識～研修企画のフルスシを学ぼう～ 7/24 1

災害看護(災害はすぐそこに）～災害看護の基本的知識と私たちが今行うべきこと～ 8/1 1

発達障害の傾向がある人の特徴を理解した支援 8/23 1

看護の現場で活かすビゟサヨツヺソヺの役割 8/29 2

摂食嚥下障害を持つ患者ヹ利用者への看護 9/4 3

呼吸器ク゠と循環器ク゠～呼吸不全ヹ心不全に関する知識と技術の向上を目指して～ 9/29 2

山梨県の災害ヨシキと看護職の災害ボニザミヱテ～災害対応力を高めるために～ 10/31 2

医療安全に関する顔が見える意見交換 11/7 1

看護職のための゠ヱオヺボニザミヱテ～感情ケヱテルヺラを身につけ怒りとうまく付き合うために～ 12/12 1

看護職者としての倫理的感性を磨こう 1/18 1

病棟－外来－地域の連携による在宅療養支援推進のための研修 2/6 1

令和5年度「外国人看護職者の交流会」 3/6 1

看護職と看護補助者の協働推進における情報交換会 3/11 1

新「研修情報管理サシツマ」についての説明会 3/7ヹ3/15 12

【山梨県看護協会中北地区支部研修会】

事例検討会～その人らしく暮らすことを支える～ 10/23 1

自然災害に向かい合う防災、災害対応に向けた地域連携について 12/8 2

7　令和5年度　研究大会ヹ研修会参加状況

【学会等】

【講習会（県外）】

【山梨県看護協会教育研修】

看
護
科
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第1回病院看護師長ヹ地域看護管理者会議 WEB 2

【研修会講師等】

学校における医療的ク゠に係わる専門研修 5/9 2

教員による特定行為3号研修に関わる喀痰吸引等指導看護師養成講習 8/1 2

教員による特定行為の実施に係わる研修 8/2ヹ3 2

【山梨県福祉保健部、山梨県看護協会等主催研修会】
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研 究 大 会 ヹ 研 修 会 名 期      間 人数

第65回日本小児神経学会 5/25-27 3

第48回日本重症心身障害学会 10/26-27 1

第3回日本小児ヨネパヨツヺサュヱ医学会 10/27 1

第27回日本小児神経学会甲信越地方会 11/3 4

第129回日本小児科学会甲信地方会 11/12 4

第40回日本小児神経学会山梨小児神経懇話会 2/3 4

第60回日本ヨネパヨツヺサュヱ医学会 8/1～28（エヱョアヱ） 1

日本小児整形外科学会 第 ３０ 回研修会 8/26～27 1

第40回脳性麻痺の外科研究会 10/28（エヱョアヱ） 2

第62回小児股関節研究会 6/22～23 1

第96回日本整形外科学会学術総会 5/11～14（エヱョアヱ） 1

医療ケヱビヨキテボニザミヱテスポトヺ 8/29 1

産業医研修会 8/29（エヱョアヱ） 1

2023年度　全国ヨネパヨツヺサュヱ学校協会版　臨床実習指導者講習会 9/2～3（エヱョアヱ） 1

第10回小児理学療法学術大会 10/21～22 1

第51回車椅子SIG講習会 11/18～19 4

第57回　日本作業療法学会 11/13～12.24（エヱヅボヱデ） 1

2023年度　厚生労働省指定　臨床実習指導者講習会 1.27～28（エヱョアヱ） 2

PECSリプラ1　ロヺキサュチフ 3.2～3（エヱョアヱ） 1

第59回首都圏支部ヹ関東甲信支部　医学検査学会 11/25、26 1

第29回日本摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ学会学術大会 9/2～3 1

第40回日本障害者歯科学会学術大会 11/11～12 1

検
査
科

医
局

歯
科
衛
生
科

薬
剤
科

療
法
科

59



研 究 大 会 ヹ 研 修 会 名 期      間 人数
令和5年度コヺパシ管理責任者ヹ児童発達支援管理者更新研修

6月16日、7月11日、9月26日、9月29日 4

令和5年度山梨県障害児（者）地域療育等支援事業研修会 6月29日（エヱョアヱ） 1

令和5年度第13回全国施設職員研修 7月1日～3日（エヱョアヱ） 1

育休後職員研修 7月3日 2

令和5年度ツヺボ別研修個人特性とケポャドクヺサュヱ研修 7月6日 1

子どもたちの外傷体験と心のク゠ 8月10日 1

第１４０回摂食ヹ嚥下指導（基礎ヹ実習）講習会 8月17日（エヱョアヱ） 2

令和5年度新任副主査研修 9月1日 1

女性職員向けカメヨ゠研修 9月4日 1

令和5年度新任主任研修 10月30日ヹ31日、11月1日 3

第142回摂食ヹ嚥下指導（基礎ヹ実習）講習会 12月4日（エヱョアヱ） 2

令和5年度全国重症心身障害児者施設職員研修会 12月7日～8日 1

令和5年度障害児者とのケポャドクヺサュヱ支援技術研修 12月9日～10日 1

令和5年度「個別支援計画」作成および運用に関する研修会 3月2日～3日 1

第29回日本摂食嚥下ヨネパヨツヺサュヱ学会学術大会 9月2日～3日 1

令和5年度全国重症心身障害児者施設職員研修会 10月１2日～１3日 1

第39回日本臨床栄養代謝学会学術集会 2月１5日～16日 1

2023国際医用画像総合展 4月15日～16日 1放
射
線
科

支
援
課

栄
養
給
食
科
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学会名・研修会名 日付 場所 発表演題 発表者

療
法
科

第8回山梨県社会福祉研究発表会 1月25日
子どもの心サ
ポートプラザ

入所児者のQOL向上に向けた多職種
連携について

遠藤将都

第65回日本小児神経学会 5月27日
岡山コンベン
ションセン
ター

神経発達症児のゲーム・インターネット
利用の現状

青柳閣郎

第26回日本小児神経学会甲信越地方
会

11月3日
信州大学医
学部

当センターにおける要保護児童対策地
域協議会個別ケース会議実施症例の
検討

藤岡かおる

第15回日本ADHD学会 3月3日
東京医科大
学病院臨床
講堂

シンポジウム　ADHDのバイオマーカー
を探る　自律反応からみるADHDの情
動機能

青柳閣郎

医
局

9　令和5年度　学会・研修会等発表状況

支
援
課
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９ 令和 5 年度 職場体験ヹペョヱツァ゠等受け入れ状況 

 

(１) 職場体験等受け入れ状況 

月別件数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

団体数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

※ 令和 5 年度は、新型感染症対策のため職場体験等の受入を停止した。 

 

(２) ペョヱツァ゠受け入れ状況 

月別件数 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 計 

回数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

団体数※ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

※ 個人は 1 として計上 

※ 令和 5 年度は、新型感染症対策のためペョヱツァ゠の受入を停止した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 委 員 

  

川名 由美      掛川 昌美 

米山美智子      出口 恵子 

岩下 容也        安岡ひで子 

白倉ゆかり      竹川 遼 

藤巻 真美 

 

 

 

 

事業概要（令和５年度版） 

令和６年９月発行 

編集・発行 あけぼの医療福祉センター 

〒４０７－００４６ 

山梨県韮崎市旭町上條南割３２５１－１ 

ＴＥＬ ０５５１－２２－６１１１ 

ＦＡＸ ０５５１－２２－７８９０ 

 

 


